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四
八
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の
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（33）　一八四八年のパリ民…衆

　
　
　
は
じ
め
に

　
一
八
四
八
年
革
命
下
の
パ
リ
に
お
け
る
民
衆
像
は
、
こ
れ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

の
研
究
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
ら
の
研
究
も
、
当
時
の
労
働
者
・
民
衆
の
生
態
や
彼
ら
が
と
り

結
ぷ
諸
人
間
関
係
を
衛
区
の
レ
ペ
ル
に
お
い
て
呉
体
的
に
分
析
す

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
パ
リ
東
部
の
典
型
的
な
民

衆
地
区
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
街
区
の
家
具
付
下
宿
、

い
わ
ゆ
る
「
ガ
ル
ニ
O
q
彗
邑
」
の
住
人
を
対
象
と
」
せ
・
彼
ら
の

生
活
実
態
と
、
政
治
変
革
期
に
お
け
る
そ
の
役
割
と
を
で
き
る
隈

り
詳
し
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
当
時
の
「
良
識
あ
る

市
民
」
は
、
こ
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
を
、
「
危
険
な
階
級
」
の
主
要

な
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

一
般
市
民
の
見
解
と
彼
ら
の
実
像
と
の
間
に
は
隔
た
り
が
あ
る
・

そ
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
彼
ら
が
実
際
に
い
か
な
る
生

活
を
営
み
、
職
場
．
地
域
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
や
出
身
地
方

と
の
絆
を
ど
の
よ
う
に
保
ち
、
ま
た
と
り
結
ん
で
い
た
の
か
と
い

ウ
た
問
題
を
検
討
す
る
。

　
史
料
と
し
て
は
主
に
以
下
の
も
の
を
用
い
る
。
ま
ず
、
十
九
世

紀
中
葉
の
パ
リ
に
お
け
る
ガ
ル
ニ
の
分
布
等
を
量
的
に
把
握
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

た
め
に
は
、
パ
リ
商
工
会
議
所
の
産
業
調
査
（
以
下
『
調
査
』
と

略
）
を
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
史
料
は
ま
た
、
ガ
ル

ニ
に
つ
い
て
の
当
時
の
世
論
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し

た
点
で
も
分
析
対
象
に
な
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
に
ガ
ル
ニ
や
そ
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の
住
人
の
実
態
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
当
時
の
土
地
台

？
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
一

帳
と
、
六
月
蜂
起
の
被
凝
者
の
記
録
で
あ
る
軍
事
裁
判
個
人
文
書

を
使
用
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
ガ
ル
ニ
及
び
そ
の
住
人
に
関
す
る
『
調
査
』

の
記
載
を
整
理
し
、
次
に
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
街
区
の
三
軒
の
ガ
ル
ニ

の
物
理
的
側
面
、
す
な
わ
ち
居
住
条
件
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
こ

の
三
軒
の
住
人
に
質
的
分
析
を
加
え
、
彼
ら
が
と
り
緒
ぷ
職
業
関

係
、
出
身
地
方
と
の
絆
、
近
隣
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
。
こ

の
作
業
を
通
じ
て
、
東
部
地
区
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
が
、
バ
リ
と
い

う
大
都
会
の
中
で
い
か
な
る
杜
会
的
・
経
済
的
役
割
を
に
な
っ
て

い
た
か
、
地
域
社
会
に
ど
の
程
度
統
合
さ
れ
、
他
の
一
般
市
民
と

い
か
な
る
位
置
関
係
に
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
か
、
と
い
っ
た
点
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

『
調
査
』
に
お
け
る
ガ
ル
ニ
の
分
類
と
ガ
ル
ニ
像

　
『
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
九
年
一
月
に
は
、
バ
リ
市
内
に

二
三
六
〇
軒
の
ガ
ル
ニ
が
存
在
し
、
そ
の
住
人
の
総
数
は
二
万
七

八
二
九
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
調
査
』
は
、
相
当
数
に
の
ぽ
る

も
ぐ
り
営
業
の
ガ
ル
ニ
を
勘
定
に
入
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の

数
値
は
過
小
で
あ
る
。
当
時
の
人
口
統
計
は
粗
雑
で
あ
り
、
確
定

的
な
数
値
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
バ
リ
東
部
地
区
で
は
人
口

の
少
な
く
と
も
五
％
が
ガ
ル
ニ
に
起
居
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

＾
6
）

な
い
。

　
こ
れ
ら
の
ガ
ル
ニ
は
、
そ
の
物
理
的
条
件
も
、
利
用
の
さ
れ
方

も
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
一
応
の
分
類
は
可
能
で
あ
る
。

商
工
会
議
所
は
ガ
ル
ニ
を
そ
の
利
用
形
態
に
よ
っ
て
大
き
く
三
つ

に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ム
ザ
ン
地
方
の
石
工
等
同
業
種

の
者
が
集
団
で
居
住
し
、
宿
の
経
営
者
が
し
ぱ
し
ぱ
同
職
の
労
働

者
出
身
で
あ
る
よ
う
な
特
殊
な
ガ
ル
ニ
（
o
員
芭
、
邑
蜆
、
黒
。
一
印
冒
x
）
、

日
払
い
の
ガ
ル
ニ
（
o
目
胃
己
ω
映
一
串
昌
5
、
月
払
い
の
ガ
ル
ニ

（
o
q
胃
巨
眈
彗
昌
o
呂
の
三
種
で
あ
る
。

　
『
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
に
あ
げ
た
特
殊
な
ガ
ル
ニ
は
少
数

派
に
属
す
る
。
バ
リ
市
全
体
で
約
五
百
軒
存
在
し
、
居
住
者
数
は

約
三
千
人
で
あ
る
。
一
軒
あ
た
り
の
平
均
は
六
人
と
い
う
小
さ
な

宿
屋
で
あ
り
、
軒
数
で
は
総
数
の
約
二
〇
％
、
住
人
数
で
は
約
一

五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
般
に
居
住
条
件
は
良
好
で
あ
る
。

　
日
払
い
の
ガ
ル
ニ
は
、
一
軒
あ
た
り
の
間
借
人
の
数
が
多
く
、

二
〇
か
ポ
八
O
人
で
あ
る
。
一
夜
隈
り
の
宿
泊
も
許
す
か
ら
居
住

条
件
は
最
悪
で
、
最
も
ま
し
な
も
の
で
さ
え
何
と
か
使
え
る
程
度

の
家
呉
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
は
し
ぱ

紹
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し
ぱ
、
淫
売
宿
に
す
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
。
最
高
の
ラ
ン
ク
の
ガ

ル
ニ
で
さ
え
、
そ
の
宿
賃
の
相
場
は
一
晩
七
五
サ
ン
チ
ー
ム
か
ら

一
フ
ラ
ン
五
〇
サ
ン
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
最
低
の
宿
に
な
る
と
、

一
〇
か
ら
四
〇
サ
ン
チ
ー
ム
と
な
る
。
最
も
ひ
ど
い
貧
困
状
態
に

あ
る
こ
の
型
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
、
主
に
職
業
の
あ
ま
り
は
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

り
し
な
い
細
民
（
層
屋
等
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
月
払
い
の
ガ
ル
ニ
は
、
正
確
な
数
字
は
不
明
だ
が
、
最
も
軒
数

が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
最
小
隈
に
見
稜
も
っ
て
も
全
体
の
四
〇

％
を
越
え
る
。
従
っ
て
、
居
住
条
件
や
住
人
は
き
わ
め
て
多
様
で

あ
る
。
二
月
革
命
後
、
家
賃
の
不
払
い
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

の
は
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
宿
の
経
営
者
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
＾
8
）

　
宿
屋
の
経
営
者
も
（
宿
そ
の
も
の
と
は
別
に
）
次
の
よ
う
に
三

種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宿
泊
人
と
同
職
の
職
人
・

労
働
者
や
請
負
人
で
あ
る
揚
合
、
安
食
堂
や
居
酒
屋
を
兼
業
す
る

場
合
、
も
っ
ぱ
ら
宿
星
業
だ
け
を
生
業
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
分
類
は
形
式
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
ガ
イ
ヤ
ー
ル
に

よ
れ
ぱ
、
好
景
気
の
時
代
（
た
と
え
ぱ
第
二
帝
政
期
）
に
は
宿
屋

の
経
営
者
は
急
速
な
社
会
的
上
昇
を
遂
げ
た
。
一
般
に
十
九
世
紀

の
バ
リ
に
お
い
て
は
、
ガ
ル
ニ
の
収
益
は
そ
れ
を
経
営
す
る
た
め

に
行
う
投
資
に
十
分
見
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
）

口
急
増
の
結
果
家
賃
も
持
続
的
に
上
昇
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
八
四
七
～
四
八
年
の
時
点
で
は
む
し
ろ
、
極
端
な
不
景
気

の
た
め
宿
屋
の
経
営
者
は
危
機
に
直
面
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、

当
時
宿
屋
の
経
営
者
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
流
動
的
な
存
在
で
あ

っ
た
。
転
．
廃
業
が
激
し
く
、
専
業
・
兼
業
の
区
別
も
事
実
上
あ

い
ま
い
で
あ
る
。
従
っ
て
厳
密
な
分
類
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

　
分
類
の
困
難
は
ガ
ル
ニ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
『
調

査
』
に
み
ら
れ
る
三
区
分
は
利
用
形
態
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ガ
ル
ニ
の
建
物
の
物
理
的
条
件
や
住
人
の
性
格
の
相
違
を
正

確
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
住
人
に
関
し
て
は
、
『
調

査
』
自
身
が
そ
の
多
様
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ガ
ル
ニ
の
住
人
は

細
民
ぱ
か
り
で
な
く
種
々
雑
多
な
職
種
の
職
人
・
労
働
者
を
も
含

み
、
さ
ら
に
駐
屯
部
隊
の
将
校
、
学
生
、
各
地
を
旅
す
る
商
人
と

い
っ
た
人
々
が
、
そ
こ
に
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
居
を
定
め
る
場

合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る

種
類
の
ガ
ル
ニ
に
居
住
し
て
い
た
か
と
い
う
点
は
、
必
ず
し
も
明

確
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
住
人
の
笑
態
等
を
知
ろ
う

と
す
る
場
含
に
は
、
『
調
査
』
に
拠
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
と
く
に
間
題
と
な
る
の
は
、
商
工
会
議
所
の
調
査
が
、
最
も
多

数
を
占
め
内
容
も
多
様
な
「
月
払
い
の
ガ
ル
ニ
」
に
つ
い
て
き
わ

35



一橋論叢 第97巻 第1号（36）

図1　ポパンクール衛区の3軒のガルニ

ル
区
、
1
必

一
街

クンパ

区
界
、
Ψ

｝㌔
．
　
＾

ポ
帥
境
区

－
鵬

ミ
雨

　　／カンズ・ヴァン
ール・サン．　　街区

一ヌ街区

・
1
T

め
て
手
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
『
調
査
』
の
執

筆
者
は
、
比
較
的
少
数
で
あ
る
が
社
会
的
に
注
目
を
集
め
る
こ
と

の
多
か
っ
た
「
日
払
い
の
ガ
ル
ニ
」
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
に
引
き

ず
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ガ
ル
ニ
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
労
働

800m

地図は”〃肋砿柵肋庇肋砥
μ凸肋切7∫ル洲棚地PariS．
s一吐［ユ852］による．

0100

は
、
具
体
的
な
事
例
の
検
討
を
積
み
重
ね
る
し
カ
な
い

　
こ
こ
で
は
、
分
析
対
象
を
旧
八
区
に
属
す
る
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
街

区
の
三
軒
の
ガ
ル
ニ
に
隈
定
す
る
（
図
－
参
照
）
。
そ
れ
ら
は
、

ポ
パ
ン
ク
ー
ル
通
り
五
一
番
、
七
三
番
、
及
ぴ
サ
ン
ト
．
マ
リ
ー

者
の
素
行
が
非
難
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
と
し
て
も
、
騒
々
し

く
放
埼
な
生
活
を
送
る
者
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

ぺ
て
ガ
ル
ニ
に
住
ん
で
い
る
」

と
い
っ
た
表
現
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
当
時
の
「
良
識
あ
る

人
々
」
は
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
を

最
も
貧
し
い
階
層
に
属
し
、
最

も
堕
落
し
た
存
在
、
す
な
わ
ち

「
危
険
な
階
級
」
の
主
要
な
一

構
成
要
素
と
み
な
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
当
時
一
般
に
流
布
し
て
い
た

こ
の
よ
う
な
見
方
を
一
歩
踏
み

越
え
て
、
民
衆
地
区
の
ガ
ル
ニ

と
そ
の
住
人
の
実
像
に
迫
る
に

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
0

舶
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小
路
一
〇
番
に
位
置
し
て
い
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
ガ
ル
ニ
A
・
ガ

ル
ニ
B
・
ガ
ル
ニ
C
と
す
る
）
。

　
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
衛
区
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
人
口
増
加
率
に
お

い
て
パ
リ
の
全
衛
区
中
第
一
位
を
占
め
る
東
部
の
民
衆
地
区
で
あ

り
、
六
月
蜂
起
の
被
凝
者
の
最
大
の
供
給
源
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

四
つ
の
街
区
か
ら
な
る
旧
八
区
に
お
い
て
は
、
二
二
九
軒
の
ガ
ル

ニ
の
う
ち
八
四
軒
が
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
衛
区
に
あ
り
、
南
隣
り
の
フ

ォ
ー
ブ
ー
ル
．
サ
ン
・
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
衛
区
の
六
四
軒
を
し
の
い

で
い
る
。
従
っ
て
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
街
区
は
、
ガ
ル
ニ
を
媒
介
と
し

た
、
政
治
変
革
期
に
お
け
る
民
衆
像
の
分
析
の
た
め
の
好
材
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図2　ガルニBの一階平

　　面図

二
　
居
住
条
件

　
「
カ
ル
パ
ン
」
と
地
籍
図
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
前
記
三
軒
の

う
ち
ガ
ル
ニ
B
，
C
の
物
理
的
居
住
条
件
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と

が
で
き
る
（
ガ
ル
ニ
A
の
建
物
に
関
す
る
史
料
は
散
逸
）
。

　
ガ
ル
ニ
B
の
あ
っ
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
四
年
十
二
月

十
五
日
付
の
一
階
平
面
図
が
残
っ
て
い
る
（
図
2
参
照
）
。
こ
れ

と
、
一
八
五
二
年
の
「
カ
ル
バ
ン
」
の
記
載
を
照
合
す
れ
ぱ
、
こ

の
間
増
改
築
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
宿
星
は
一
〇
に
分
け
ら
れ
た
小
部
屋
の
集
合
で
あ
る
。
通
り
か

ら
は
見
え
な
い
、
敷
地
の
右
翼
後
方
に
位
置
す
る
木
骨
漆
喰
の
地

下
室
な
し
二
階
建
で
あ
る
。
五
二
年
の
「
カ
ル
バ
ン
」
に
は
「
非

常
に
粗
末
な
建
造
物
8
寡
旨
暮
巨
昌
貫
旨
Φ
昌
o
旨
實
二
紺
似
冨
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
（
敢
え
て
こ
の
よ
う
に
記
す
こ
と
は
「
カ
ル
パ

ン
」
で
は
稀
で
あ
る
）
。
軍
事
裁
判
調
書
に
よ
れ
ぱ
、
住
人
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
人
で
あ
る
彫
金
師
の
ル
イ
エ
ー
ル
射
昌
F

　
　
　
　
　
　
m

中庭

ポバンクール通1〕

　　　5　　　10
出典：A．N．，F帥61．

5
、
①
は
六
月
二
十
六
日
に
タ
ン
プ
ル
橋
方

面
に
大
砲
音
を
聞
い
て
、
家
が
倒
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
り
、
す
ぐ
に
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

マ
ン
デ
ィ
エ
市
門
へ
逃
亡
し
て
い
る
。
こ

の
建
物
は
通
り
に
面
す
る
建
物
と
異
な
り
、

切
石
を
使
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
五
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＾
皇

二
年
当
時
の
賃
貸
価
値
は
、
一
階
も
二
階
も
そ
れ
ぞ
れ
十
の
小
室

の
合
計
が
三
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
一
小
室
あ
た
り
三
〇
フ
ラ
ン

に
な
る
の
で
あ
る
。
当
時
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
衛
区
に
お
い
て
は
、
労

働
者
が
住
む
最
上
階
の
暖
炉
な
し
の
小
室
が
五
〇
フ
ラ
ン
以
上
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ぱ
、
か
な
り
低
い
評
個
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。
各
部
屋
は
中
庭
に
向
っ
て
窓
が
開
い
て
い
る

も
の
の
、
広
さ
は
約
七
～
十
平
方
メ
ー
ト
ル
し
か
な
く
、
「
部
屋

旦
Φ
8
」
で
は
な
し
に
「
小
室
O
葭
巨
冨
庁
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
台
所
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
居
住
条
件
に
お
い
て
は
、

金
属
製
焼
炉
を
部
星
に
持
ち
こ
ん
で
調
理
を
し
た
労
働
者
夫
婦
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脾
〕

窒
息
死
し
た
な
ど
と
い
う
エ
ビ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。

　
ガ
ル
ニ
C
の
あ
っ
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
一
八
三
五
年
七
月
十

日
付
の
一
階
平
面
図
が
残
っ
て
い
る
（
図
3
参
照
）
。
そ
れ
は
シ

ャ
ロ
ン
ヌ
通
り
と
ロ
ケ
ヅ
ト
通
り
を
結
ぷ
小
路
の
中
ほ
ど
に
位
置

し
て
い
て
、
主
要
道
路
か
ら
は
隠
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の

建
物
も
、
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
一
八
六
四
年
ま
で
の
間
に
増

築
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
建
物
の
一
部
分
を
除
い
て
、
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

ガ
ル
ニ
に
使
わ
れ
て
い
た
。
一
八
四
八
年
の
商
工
人
名
録
に
は
キ

ル
シ
ュ
ネ
ー
ル
ら
昌
巨
胃
経
営
に
よ
る
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
ホ
テ
ル

崖
σ
置
8
一
．
丙
胃
O
駕
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
路
に
面
し
た
建

図3　ガルニCの一階平

　　面図

サント・マリー小路

0　　　　5　　　ユαm
出典：A．N．、F帥63．

物
は
地
下
室
付
四
階
建
の
切
石
建
築
物
、
左
翼
後
方
は
地
下
室
な

し
二
階
建
の
木
骨
で
お
そ
ら
く
は
漆
喰
の
建
築
物
、
中
央
後
方
も

ま
た
同
様
の
建
築
物
、
右
翼
後
方
は
ト
タ
ン
屋
根
の
一
階
建
差
掛

け
小
星
で
あ
る
。
後
方
の
三
つ
の
建
物
の
一
階
は
、
管
理
人
都
屋
、

作
業
場
、
小
倉
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
、
二
階
は
作
業
場
を
経
営
す

る
者
の
住
居
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ホ
テ
ル
の
主
要
な
部
分

は
小
路
に
面
し
た
建
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
階
に
は
台
所

が
ニ
カ
所
あ
っ
て
、
玉
突
き
台
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
階
全
体
の

賃
貸
価
値
は
五
三
年
の
時
点
で
八
八
O
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
二
階
か

ら
四
階
ま
で
、
各
階
に
は
暖
炉
付
の
部
屋
が
五
つ
と
一
小
室
が
あ

る
。
賃
貸
価
直
は
、
小
室
が
五
〇
フ
ラ
ン
、
小
路
に
面
し
て
窓
が

二
つ
あ
る
暖
炉
付
の
三
都
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
一
二
〇
フ
ラ
ン
、
中
庭

に
面
し
て
窓
が
一
つ
開
い
て
い
る
部
屋
が
七
〇
フ
ラ
ン
、
同
方
向

38



（39）　一八四八年のパリ民衆

に
窓
二
つ
の
部
屋
が
八
○
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
四
階
は
狭
い
屋
根
裏

部
屋
な
の
で
、
八
○
フ
ヲ
ン
が
三
部
屋
と
六
〇
フ
ラ
ン
、
七
〇
フ

ラ
ン
が
各
一
に
な
っ
て
い
る
。
小
室
は
五
〇
フ
ラ
ン
で
変
わ
ら
な

い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
ガ
ル
ニ
が
一
応
宿
屋
と
し
て
の
態

を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
さ
き

に
み
た
ガ
ル
ニ
B
よ
り
も
数
段
上
で
あ
る
。

　
ガ
ル
ニ
A
の
あ
っ
た
建
物
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
史
料
は
な
い

が
、
一
八
四
七
年
と
四
八
年
の
商
工
人
名
録
に
は
、
ジ
目
ル
ジ
ェ

Ω
8
謁
。
け
と
い
う
個
人
名
を
冠
し
た
「
新
フ
ラ
ン
ス
ホ
テ
ル
｛
ひ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

“
。
一
〇
。
一
凹
オ
昌
く
。
＝
①
厚
竃
8
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
五
一
番
地

は
、
一
建
築
物
の
番
号
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
名
称
の
な
い
小

路
（
そ
の
存
在
は
パ
リ
歴
史
図
書
館
望
；
o
艘
且
毒
雪
黒
昌
7

0
目
。
o
。
一
閏
＜
昌
。
ら
。
勺
葭
、
ポ
所
蔵
の
当
時
の
地
図
草
稿
か
ら
確

認
さ
れ
る
）
の
入
口
を
も
指
し
て
い
た
か
ら
、
ホ
テ
ル
は
こ
の
小

路
の
奥
に
位
置
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
お
そ
ら
く
は
ア
ル
ア

ー
ル
≧
一
昌
閏
、
o
が
所
有
す
る
、
小
路
七
番
に
あ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
（
不
動
産
登
記
簿
に
よ
れ
ぱ
）
ア
ル
ア
ー

ル
夫
人
の
旧
姓
が
マ
ル
シ
ャ
ン
冨
昌
o
巨
邑
で
あ
り
、
こ
の
宿

屋
の
経
営
者
の
旧
姓
も
ま
た
マ
ル
シ
ャ
ン
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g

何
ら
か
の
縁
戚
関
係
が
存
在
し
た
と
推
定
で
き
る
。

　
こ
の
ガ
ル
ニ
A
は
別
と
し
て
、
他
の
二
軒
を
比
較
す
る
と
、
当

時
の
こ
の
地
域
の
ガ
ル
ニ
の
居
住
条
件
が
け
っ
し
て
均
質
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
税
務
当
局
に
認
定
さ
れ
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
部
屋
や
そ
れ
ぞ
れ
の
ガ
ニ
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
建
物
の

賃
貸
価
値
に
差
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
共
通
点
は
、
主
要
遭
路
か
ら
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う

立
地
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
住
人
が
近
隣
関
係
を
と
り
結
ぷ
と
き

の
物
理
的
な
規
制
要
因
と
な
る
。
も
う
一
つ
は
台
所
の
不
在
で
あ

る
。
こ
れ
は
ガ
ル
ニ
の
住
人
ぱ
か
り
か
他
の
多
く
の
身
分
の
人
々

に
も
あ
て
は
ま
る
条
件
で
あ
る
。
当
時
台
所
付
の
住
宅
に
住
む
の

は
、
七
月
王
政
下
で
選
挙
民
た
り
う
る
よ
う
な
地
租
を
納
め
る
土

地
家
屋
所
有
者
や
、
賃
借
人
と
は
い
え
十
分
な
営
業
税
を
支
払
う

こ
と
が
で
き
る
作
業
場
主
・
商
人
等
の
宮
裕
な
社
会
層
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
、
経
営
上
台
所
を
必
要
と
す
る
居
酒
屋
、
バ
ン
星
、
惣
棄

屋
等
の
食
品
産
業
の
店
主
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
衆

の
住
宅
に
は
台
所
は
欠
落
し
て
お
り
、
こ
の
条
件
が
当
時
の
食
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
些

文
化
を
規
定
し
て
い
た
。

　
以
上
の
三
軒
の
ガ
ル
ニ
は
、
商
工
会
議
所
の
分
類
に
し
た
が
え

ぱ
、
月
払
い
の
ガ
ル
ニ
に
相
当
す
る
。
そ
れ
ら
の
居
住
条
件
の
多

様
性
は
、
『
調
査
』
が
記
述
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
住
人
の
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多
様
性
に
つ
い
て
ぼ
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
住
人
と
職
業
関
係

　
史
料
の
許
す
範
囲
で
、
具
体
的
に
個
々
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
を
み

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
六
月
蜂
起
被
疑
者
リ
ス
ト
に
は
ガ
ル
ニ

A
を
含
む
五
一
番
の
居
住
者
四
六
人
、
ガ
ル
ニ
B
の
居
住
者
ニ
ハ

人
、
ガ
ル
ニ
C
の
居
住
者
二
三
人
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
個
人
文
書
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
り
、
次
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ル
ニ
A
の
住
人

数
は
六
月
蜂
起
の
時
点
で
三
七
名
で
あ
り
、
他
の
九
名
は
同
じ
五

一
番
で
あ
っ
て
も
小
路
の
中
に
あ
る
別
の
建
物
の
住
人
で
あ
る
こ

と
。
ガ
ル
ニ
B
の
住
人
数
は
二
三
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
名
は

騒
乱
中
に
死
亡
、
三
名
が
逮
捕
を
免
れ
て
い
る
こ
と
。
ガ
ル
ニ
C

の
住
人
数
は
四
八
年
四
月
二
十
日
の
時
点
で
二
九
名
、
六
月
蜂
起

に
よ
る
被
疑
者
数
は
経
営
者
の
キ
ル
シ
ュ
ネ
ー
ル
夫
人
を
含
む
二

三
名
で
あ
る
こ
と
。
残
り
の
六
名
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
史
料
が

な
い
。
要
す
る
に
、
三
軒
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
総
数
八
九
名
中
七
五

名
が
被
疑
者
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
住
人
の
八
四
％
が
軍

事
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
書
は
住
人

層
を
ほ
ぽ
包
含
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
の
分
析
対
象
は
こ
の

七
五
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

　
職
種
を
分
類
す
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
表
か
ら
浮
か
ぴ
あ

が
る
住
人
像
は
、
日
払
い
の
ガ
ル
ニ
に
住
む
（
と
さ
れ
る
）
屑
屋

等
の
最
下
層
民
（
ま
〇
一
鶉
各
）
と
は
明
確
に
相
違
す
る
も
の
で
あ

る
。
七
五
人
中
六
一
人
が
、
相
当
な
熟
練
を
要
す
る
ま
と
も
な
職

に
就
い
て
い
る
。
ガ
ル
ニ
の
住
人
一
般
に
た
い
す
る
世
間
の
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
は
対
照
的
に
、
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
街
区
の
月
払
い
の
ガ
ル
ニ
に
起

居
す
る
者
の
多
く
は
バ
リ
の
産
業
の
基
幹
的
な
労
働
カ
の
一
部
を

な
す
人
々
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
七
五
人
の
職
業
生
活
（
と
く
に
雇
主
と
の
関
係
）
を
よ
り

詳
し
く
調
べ
る
た
め
に
は
、
雇
主
が
提
出
し
た
、
被
疑
者
の
素
行

等
に
つ
い
て
の
証
明
書
と
、
被
疑
者
の
即
時
釈
放
を
求
め
る
陸
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

大
臣
宛
の
請
願
書
と
は
樒
好
の
史
料
で
あ
る
。
働
く
場
所
あ
る
い

は
雇
主
が
判
明
し
た
被
疑
者
は
四
三
名
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
雇

主
の
署
名
し
た
証
明
書
な
い
し
請
願
書
が
文
書
中
に
見
当
ら
な
い

者
は
一
一
名
に
す
ぎ
な
い
（
う
ち
二
名
は
流
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い

る
）
。
残
り
三
二
名
は
す
べ
て
、
こ
の
何
れ
か
を
、
あ
る
い
は
両

者
を
得
て
い
る
。
証
明
書
の
内
容
は
後
に
例
を
み
る
よ
う
に
、
被

疑
者
に
た
い
し
き
わ
め
て
好
意
的
で
あ
り
、
本
当
に
親
身
に
な
っ

て
被
疑
者
を
庇
っ
て
い
る
。

如



（4ユ）　一八四八年のバリ民象

　
こ
の
よ
う
に
、
被
凝
者
の
多
く
が
自
己
の
無
実
の
証
明
に
つ
き

雇
主
の
熱
心
か
つ
人
間
的
な
協
カ
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実

は
、
一
八
四
八
年
の
諸
変
化
が
階
級
対
立
の
み
に
よ
っ
て
は
十
分

に
は
説
明
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
の
事
情
を
考

慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
機
械
化
が
進
ん
で
い
な
い
パ
リ
の
多
く
の
産
業
に
お
い

て
は
、
徒
弟
修
業
を
経
た
熟
練
労
働
カ
が
職
場
の
作
業
の
遂
行
に

と
り
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

技
術
を
も
っ
た
働
き
手
は
雇
主
に
と
っ
て
、
余
人
に
替
え
難
い
必

要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
一
般
に
被
雇
用
者
と

雇
主
で
あ
る
企
業
家
と
の
間
の
社
会
的
距
離
が
依
然
と
し
て
あ
ま

り
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。
他
人

表13軒のガルニに屠住する被凝者の職種
産
　
業
木
　
　
材
金
属
機
械

　
職
　
　
　
　
　
種
指
物
師
・
家
具
製
造
職
木
彫
師
鋳
造
職
（
鋳
型
製
造
を
含
む
）
錠
前
・
機
械
職
ブ
リ
キ
職

実
数
1
；
1
・
・
l
／
・
・

比
率
（
％
）
　
2
2
，
7
　
1
8
．
7

馬軍製造

車大工馬車の塗装職馬軍の指物師
31／・

10．7

建　　設
石工犬理石細工職 6117

9．3

繊　　維

仕五職紡績工硫毛工

l／・
6，6

その他

彫
金
師
銀
メ
ッ
キ
職
宝
石
細
工
師
ポ
タ
ン
製
造
職
鍛
冶
・
刃
物
製
造
職
染
物
職

1
1
2
1
3
2

10 ユ3．3

非熟練工行商人

火
夫
使
用
人
人
足
目
傭
車
カ
バ
ン
屋
の
小
僧
し
ろ
め
製
器
行
商
人
行
商
人

1
3
3
3
1
1
1
1

14 18．7

計 75 100

出典：S．HAT．，Sξrie　J［本文参照コ．

に
雇
わ
れ
る
熟
練
作
業
者
が
独
立
し
て
自
ら
企
業
家

に
な
る
と
い
う
社
会
的
上
昇
は
好
況
期
に
は
十
分
可

能
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
逆
に
企
業
家
が
一
介
の
労

働
者
に
転
藩
す
る
こ
と
も
（
と
く
に
不
況
期
に
は
）

多
か
つ
た
。

　
雇
主
と
被
雇
用
者
と
の
関
係
（
と
く
に
親
密
度
）

を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
職
種
を

選
ぴ
、
個
人
文
書
の
記
載
を
追
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

バ
リ
の
伝
統
的
産
業
と
、
鉄
遭
等
の
新
産
業
と
の
中

間
的
位
置
に
あ
っ
た
、
馬
車
・
車
両
塗
装
業
の
例
を

み
よ
う
。
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
に
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
、

ガ
ル
ニ
A
に
住
む
マ
ル
ヌ
県
出
身
の
馬
車
・
車
両
塗

装
職
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ペ
ラ
ー
ル
＞
■
黒
弓
彗
q
ま
、

一
八
四
六
年
五
月
以
来
、
シ
ュ
マ
ン
・
ヴ
ェ
ー
ル
通
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り
二
七
番
に
作
業
場
を
構
え
る
塗
装
業
者
ル
ク
レ
ー
ル
■
。
。
一
声
一
、
。

の
も
と
で
働
い
て
い
た
。
彼
は
国
民
軍
に
も
国
立
作
業
場
に
も
登

録
し
て
い
な
い
。
蜂
起
が
始
ま
っ
た
六
月
二
十
三
日
金
曜
日
、
ペ

ラ
ー
ル
は
午
後
一
時
ま
で
オ
ル
レ
ア
ン
鉄
道
の
工
場
に
出
向
し
て

ル
ク
レ
ー
ル
の
た
め
に
郵
便
貨
車
の
塗
装
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。

弾
丸
が
飛
ぴ
交
う
な
か
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
シ
ュ
マ
ン
．
ヴ
ェ
ー

ル
通
り
の
作
業
場
に
た
ど
り
着
き
、
し
ば
ら
く
の
間
そ
こ
に
待
避

し
て
か
ら
ガ
ル
ニ
ヘ
戻
る
。
翌
二
十
四
日
の
牛
前
に
叛
徒
か
ら
強

制
的
に
銃
を
手
渡
さ
れ
る
が
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
二

十
五
日
に
か
け
て
彼
は
何
度
か
ル
ク
レ
ー
ル
の
作
業
場
を
訪
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
二
十
六
日
に
は
ガ
ル
ニ
の
入
口
で
物
見
高
い
見

物
人
と
な
っ
て
い
た
。
七
月
二
日
未
明
、
彼
は
他
の
住
人
と
と
も

に
逮
捕
さ
れ
、
有
罪
の
判
決
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
雇
主
ル
ク
レ
ー
ル
は
彼
の
た
め
に
七
月
二
日
、
七
月
十
三
日
、

及
ぴ
四
九
年
二
月
一
日
付
の
三
通
の
証
明
書
を
提
出
し
て
い
る
。

前
の
二
通
は
ペ
ラ
ー
ル
の
裁
判
を
有
利
に
す
る
た
め
に
彼
の
品
行

を
保
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
彼
は
誠
実
な
労
働
者
で
あ
り
、
暴

動
に
参
加
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
」
「
彼
は
私

の
所
で
四
六
年
五
月
以
来
塗
装
職
人
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
彼
の
品
行
は
申
し
分
の
な
い
も
の
で
し
た
。
」
と
い
っ
た

こ
と
が
綴
字
・
文
法
の
間
違
い
だ
ら
け
の
文
章
で
記
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
一
通
は
、
刑
を
終
え
て
バ
リ
に
戻
れ
る
よ
う
な
，
一
と
が
あ

れ
ば
い
つ
で
も
彼
を
再
雇
用
す
る
と
い
う
旨
の
も
の
で
あ
る
。
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

局
ペ
ラ
ー
ル
は
四
九
年
七
月
二
十
四
日
に
特
赦
を
受
け
る
。

　
要
す
る
に
こ
の
例
に
お
い
て
は
、
雇
主
と
被
雇
用
者
は
、
か
な

り
融
和
的
な
関
係
し
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
関
係
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
存
在
し

た
同
業
組
合
8
｛
g
筆
昌
の
伝
統
、
影
響
カ
が
弱
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
と
は
い
え
職
人
組
合
8
昌
逼
o
q
昌
旨
晶
o
の
カ
、
そ
し
て

親
方
冒
算
ヨ
・
職
人
8
昌
唱
o
q
目
冒
・
徒
弟
凹
弓
、
。
目
匡
と
い
う

熟
練
部
門
に
存
在
す
る
特
殊
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
い
っ
た
要
因
を

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
く
に
パ
リ
の
伝
統
的
な
諸
産
業
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
要
因

は
大
き
く
作
用
す
る
。
そ
こ
で
は
職
業
的
紐
帯
は
き
わ
め
て
強
カ

で
あ
り
、
伸
間
が
危
機
に
陥
っ
た
際
の
結
束
も
固
か
う
た
。
た
と

え
ぱ
木
工
産
業
に
あ
っ
て
は
、
被
疑
者
で
あ
る
労
働
者
は
、
過
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

に
そ
の
も
と
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
指
物
家
具
製
造
請
負
人
。
目
．

旨
毫
冨
冨
膏
ま
昌
o
昌
一
眈
邑
血
や
親
方
衆
、
あ
る
い
は
と
も
に
働

い
た
こ
と
が
あ
る
職
人
や
徒
弟
の
署
名
を
多
数
集
め
る
こ
と
が
で

き
た
。



（43）　一八四八年のパリ民象

　
ガ
ル
ニ
A
の
ピ
ェ
ー
ル
・
ア
レ
ー
ル
｝
＞
＝
巴
冨
は
ロ
ワ
ー

ル
．
ア
ン
フ
ェ
リ
ウ
ー
ル
県
に
農
夫
の
子
と
し
て
生
れ
た
二
二
歳

の
指
物
師
で
あ
る
。
二
〇
歳
の
頃
か
ら
プ
ラ
ン
シ
ュ
ッ
ト
通
り
四

番
に
住
む
職
人
ク
ル
テ
イ
ユ
o
o
弓
置
＝
o
の
指
導
の
も
と
に
パ
リ

で
働
い
て
い
た
。
二
人
が
組
ん
で
指
物
家
呉
製
造
講
負
人
の
作
業

場
に
職
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
四
八
年
五
月
ま
で
は
、
同

じ
く
プ
ラ
ン
シ
呈
ツ
ト
通
り
四
番
に
住
む
指
物
家
具
製
造
講
負
人

ラ
カ
ン
■
9
彗
の
た
め
に
働
い
て
い
た
。
そ
の
後
六
月
蜂
起
ま

で
は
サ
ン
ト
ル
．
ボ
ー
ジ
目
ン
通
り
五
番
の
ジ
レ
g
一
g
の
作
業

場
に
通
っ
て
い
る
。
ア
レ
ー
ル
は
裁
判
に
よ
り
流
刑
に
処
せ
ら
れ

た
け
れ
ど
も
、
ク
ル
テ
ィ
ユ
は
も
と
よ
り
、
ラ
カ
ン
と
ジ
レ
が
ア

レ
ー
ル
の
品
行
方
正
を
保
証
す
る
。
そ
の
お
か
げ
で
四
八
年
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

月
十
八
日
に
は
特
赦
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
八
四
五
年
五
月
、
一
八
歳
で
生
れ
故
郷
の
サ
ン
ニ
ソ
ヤ
ン
・

ド
．
ボ
ワ
ゾ
ー
市
を
出
た
こ
の
青
年
は
、
三
年
で
パ
リ
の
指
物
家

具
産
業
の
即
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
。
伝
統
的
に
存
在
す
る
職
業
上
．

の
連
帯
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た

ラ
カ
ン
は
、
単
な
る
指
物
師
で
は
な
い
。
四
六
年
と
四
七
年
に
は
、

地
租
．
営
業
税
等
の
直
接
税
三
五
五
フ
ラ
ン
を
納
め
て
い
る
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
気
〕

人
で
あ
り
、
カ
ン
ズ
・
ヴ
ァ
ン
街
区
の
名
士
で
あ
る
。
彼
は
対
外

的
に
は
ひ
と
つ
の
職
場
小
宇
宙
の
代
表
者
で
あ
り
、
職
場
内
で
は

多
数
の
同
業
の
職
人
・
徒
弟
を
東
ね
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
例
に
お
い
て
、
ク
ル
テ
イ
ユ
や
ラ
カ
ン
の
住
居
は
ア
レ
ー

ル
の
ガ
ル
ニ
A
と
一
キ
ロ
も
離
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
産
業
（
と

く
に
伝
統
産
業
）
は
職
住
が
近
接
し
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
の

で
、
こ
の
場
合
の
よ
う
に
近
隣
関
係
と
職
業
上
の
関
係
が
同
時
に

検
出
さ
れ
る
こ
と
が
し
ぱ
し
ぱ
あ
る
。
そ
の
場
合
本
質
を
成
し
て

い
た
の
は
や
は
り
同
職
者
と
し
て
の
強
い
絆
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
四
〇
年
代
の
鉄
遣
プ
ー
ム
の
下
で
新
産
業
と
し
て

発
展
し
た
金
属
機
械
工
業
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
機
械
及

び
鋳
造
産
業
で
は
、
請
負
人
は
介
在
せ
ず
企
業
家
そ
の
も
の
が
地

域
の
名
士
で
あ
る
。
ガ
ル
ニ
A
の
労
働
者
ア
イ
ン
ホ
ル
ツ
里
目
．

ブ
o
－
N
、
ル
シ
ェ
ヴ
レ
ル
■
o
o
－
①
く
『
色
、
ロ
ベ
ー
ル
勾
o
σ
0
H
“
、
ラ
ン

ド
ラ
ン
■
彗
号
ま
、
ガ
ル
ニ
B
の
労
働
者
ジ
ャ
ン
ド
回
ン
盲
目
－

キ
昌
に
証
明
書
を
与
え
て
い
る
の
は
、
パ
ル
マ
ン
テ
ィ
エ
通
り

三
番
に
蒸
気
機
関
・
工
作
機
械
等
を
製
造
す
る
大
工
場
を
、
ア
マ

ン
デ
ィ
エ
通
り
三
四
番
に
大
型
部
品
の
鋳
造
工
場
を
所
有
し
、
四

〇
年
代
に
は
毎
年
約
一
五
〇
〇
フ
ラ
ン
を
納
税
し
て
い
た
才
ー
ギ

ュ
ス
ト
．
ビ
エ
＞
．
勺
旨
g
、
機
械
部
品
の
鋳
造
及
ぴ
建
設
用
漆
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喰
等
の
挽
砕
機
の
製
造
工
場
を
サ
ン
・
タ
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
通
り
一

〇
番
に
所
有
し
、
四
三
〇
フ
ラ
ン
を
納
税
し
て
い
た
ウ
ー
ジ
ェ
ー

ヌ
・
ペ
シ
ュ
戸
黒
o
；
（
実
際
に
は
ペ
シ
ュ
の
職
工
長
コ
リ
ニ

ョ
ン
O
o
≡
o
有
昌
目
の
妻
が
法
廷
で
ア
イ
ン
ホ
ル
ツ
に
関
し
て
好
意

的
な
証
言
を
し
て
い
る
）
、
蒸
気
機
関
部
品
の
鋳
造
工
場
を
シ
ュ

マ
ン
・
ヴ
ェ
ー
ル
通
り
三
七
番
に
所
有
し
、
四
九
〇
フ
ラ
ン
納
税

し
て
い
た
ジ
目
セ
フ
・
マ
ル
ク
ー
．
峯
胃
o
、
そ
し
て
セ
ー
ヌ
川
左

岸
の
ロ
ピ
タ
ル
大
通
り
五
番
に
機
関
箪
修
理
工
場
を
有
し
て
い
た

オ
ル
レ
ァ
ン
鉄
道
の
社
長
と
工
場
長
で
あ
る
。

　
企
業
家
と
労
働
者
は
、
と
も
に
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
と
は
い

え
、
一
方
が
家
賃
を
滞
納
す
る
ガ
ル
ニ
の
住
人
で
あ
る
の
に
た
い

し
て
、
他
方
は
土
地
と
工
場
を
所
有
し
七
月
王
政
下
で
選
挙
権
を

行
使
し
て
い
た
名
士
で
あ
る
。
社
会
的
身
分
の
う
え
で
は
大
き
な

違
い
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

企
業
家
は
労
働
者
個
々
人
に
き
わ
め
て
好
意
的
な
証
明
書
を
付
与

し
て
い
る
。
そ
う
し
た
史
料
か
ら
み
る
限
り
、
両
者
の
間
に
は
か

な
り
バ
ー
ソ
ナ
ル
で
良
好
な
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
と
結
論
さ
れ

る
。
労
使
間
の
懸
隔
や
社
会
的
対
立
は
犬
き
な
も
の
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
我
々
の
七
五
名
の
サ
ン
プ
ル
中
、
約
二
割
と
い
う
無
視

し
え
な
い
比
率
を
占
め
る
非
熱
練
層
（
便
宜
上
、
行
商
人
二
名
を

こ
こ
に
合
め
て
考
え
る
）
を
み
て
お
き
た
い
。
流
刑
率
を
指
標
と

し
て
考
え
れ
ぱ
、
彼
ら
非
熱
練
層
は
政
治
化
の
程
度
が
低
か
づ
た

と
言
え
る
。
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
熟
練
職
に
お
い
て
三
人

に
一
人
、
非
熟
練
職
に
お
い
て
七
人
に
一
人
の
割
合
だ
か
ら
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
調
書
そ
の
他
か
ら
判
断
す
る
隈
り
、
ガ
ル
ニ
の

非
熟
練
層
は
「
昆
主
的
社
会
的
共
和
国
射
吾
亭
互
言
ま
昌
o
o
轟
，

け
旦
篶
g
8
o
邑
①
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
自
体
を
ま
っ
た
く
理

解
し
て
い
な
い
。
熱
練
層
の
中
に
は
、
六
月
蜂
起
が
こ
の
「
共
和

国
」
を
守
る
た
め
の
戦
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
生
活
を

保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
と
考
え
て
い
る
者
が
多
少

は
い
る
が
、
非
熟
練
層
に
は
ま
る
で
そ
の
自
覚
が
な
い
。
流
刑
と

な
っ
た
二
人
の
調
書
を
み
て
さ
え
、
彼
ら
が
政
治
的
に
金
く
無
知

で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
彼
ら
が
訊
問
の
場
で
無
知

を
装
っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
が
、
他

の
史
料
か
ら
み
る
隈
り
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。

こ
の
よ
う
に
、
熟
練
層
と
非
熟
練
層
と
の
間
に
は
あ
る
程
度
の
政

治
意
識
の
差
異
が
存
在
す
る
。

　
従
っ
て
、
雇
主
と
の
関
係
も
、
さ
ほ
ど
険
悪
で
あ
っ
た
様
子
は

認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
反
対
の
事
例
が
目
に
つ
く
。
件
数
は
少

μ



（45）　一八四八年のパリ民衆

な
い
の
だ
が
、
た
と
え
ぱ
ブ
ー
シ
ュ
ラ
通
り
二
二
番
の
運
送
業
者

フ
ェ
レ
ー
ズ
黒
昌
富
、
ヴ
ァ
ル
ミ
ー
河
岸
通
り
五
九
番
の
木
炭

商
人
デ
ュ
ピ
ニ
イ
U
毛
巨
㎝
、
バ
フ
ロ
ワ
通
り
四
一
番
の
製
糸
・

紡
績
工
場
主
ベ
ス
ト
ジ
ャ
ン
黒
蜆
厨
竃
が
、
労
働
者
に
好
意
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
〕

な
証
明
書
を
与
え
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
個
人
文
書
で
み
る
隈
り
、
一
般
に
危
険
視
さ
れ
て

い
た
ガ
ル
ニ
の
住
人
と
、
彼
ら
の
雇
主
と
の
間
の
関
係
は
、
意
外

な
ほ
ど
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
雇
主
と
の
緊
密
な
関

係
を
基
軸
に
、
ガ
ル
ニ
に
住
む
職
人
・
労
働
者
は
（
職
種
に
よ
っ

て
程
度
の
差
は
あ
る
が
）
職
場
な
い
し
同
職
者
内
に
人
間
関
係
の

輸
を
広
げ
、
そ
れ
を
生
存
の
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
に
は
、
他
の
種
類
の
人
間
関
係

（
近
隣
関
係
．
出
身
地
と
の
関
係
）
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
ど
の
程

度
重
要
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
ま
ず
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
並
ぴ
に
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
街
区
に
住
む

人
々
の
人
口
学
的
特
徴
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四
　
ガ
ル
ニ
の
住
人
と
地
方
と
の
関
係

　
バ
リ
の
西
部
．
北
部
．
南
都
の
人
口
と
比
較
す
る
と
、
旧
八
区

の
人
口
に
は
、
年
齢
．
性
別
構
成
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
特
性
が

認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
壮
年
に
比
べ
青
年
人
口
（
二
〇
～
三

〇
歳
）
の
占
め
る
比
率
が
比
較
的
低
い
こ
と
（
約
二
〇
％
）
、
男

子
人
口
が
女
子
人
口
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
（
一
対
O
・

八
五
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
は
、
や
や
高
い
年
齢
層
を
成
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
包

職
人
・
労
働
者
が
区
の
主
要
な
住
昆
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
人
口
変
動
に
つ
い
て
み
る
と
、
既
述
の
如
く
、
十
九
世
紀
前
半

に
お
け
る
旧
八
区
、
な
か
ん
ず
く
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
街
区
の
人
口
増

加
の
ぺ
ー
ス
は
バ
リ
の
他
区
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
お
り
、
出
生

数
．
婚
姻
数
・
死
亡
数
が
（
コ
レ
ラ
発
生
の
年
を
除
い
て
）
漸
次

緩
や
か
に
増
大
す
る
の
に
た
い
し
て
、
人
口
増
加
は
爆
発
的
で
あ

っ
た
。
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、
人
口
過
密
な
バ
リ
中
心
部
（
下

層
民
の
街
区
の
取
壌
し
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
）
か
ら
郊
外
的
な
性

格
を
残
す
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
ヘ
の
流
れ
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
数
か
ら
い
う
と
地
方
か
ら
流
入
す
る
者
の
方
が
圧
倒
的
に

　
　
＾
㎎
〕

多
か
つ
た
。

　
他
方
、
こ
の
街
区
内
の
上
記
三
軒
の
ガ
ル
ニ
に
起
屠
す
る
人
々

（
被
凝
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
）
の
年
齢
構
成
を
み
る
と
、
二

〇
～
三
〇
歳
の
者
が
四
九
・
三
％
を
占
め
て
い
た
。
戸
籍
の
上
で

も
独
身
者
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
、
旧
八
区
の

平
均
的
な
職
人
．
労
働
者
像
と
は
若
千
ず
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
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あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
多
く
が
地
方
か
ら
流
入
し
て
比
較
的
間

も
な
い
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
関
連
し
て
い
る
。
以
下
こ

の
点
を
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

　
上
記
三
軒
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
中
被
疑
者
と
な
っ
た
人
々
の
出
生

地
は
以
下
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
。
バ
リ
及
ぴ
セ
ー
ヌ
県
一
〇
、

ロ
レ
ー
ヌ
地
方
七
、
シ
ャ
ン
バ
ー
ニ
ュ
・
ア
ル
デ
ン
ヌ
地
方
六
、

ロ
ー
ヌ
・
ア
ル
プ
地
方
五
、
リ
ヨ
ン
・
サ
ン
テ
チ
エ
ン
ヌ
地
方
五
、

ノ
ー
ル
地
方
四
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
地
方
四
、
リ
ム
ザ
ン
地
方
四
、

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
三
、
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
三
、
他
地
方
一
一
、

外
国
人
二
一
（
ベ
ル
ギ
ー
七
、
オ
ラ
ン
ダ
ニ
、
ド
イ
ツ
諸
邦
四
、

ビ
エ
モ
ン
テ
一
）
不
明
一
。

　
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
パ
リ
な
い
し
セ
ー
ヌ
県
生
れ
の
者
は

全
体
の
二
二
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
当
時
バ
リ
生
れ
の
者
が
パ
リ

市
の
全
人
口
の
約
三
分
の
一
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

る
な
ら
ば
、
地
方
及
び
外
国
出
身
者
の
優
位
性
は
明
瞭
で
あ
る
。

こ
う
し
た
パ
リ
出
身
者
の
比
率
の
低
さ
は
、
こ
の
時
期
の
東
都
民

衆
地
区
の
特
殊
性
を
反
映
し
て
い
る
。
地
方
出
身
者
の
う
ち
で
は
、

い
わ
ゆ
る
北
東
部
（
サ
ン
・
マ
ロ
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
と
を
結
ぷ
線
の

北
側
に
位
置
す
る
諸
地
方
）
、
及
ぴ
リ
ヨ
ン
・
サ
ン
テ
チ
エ
ン
ヌ

地
方
、
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
及
ぴ
リ
ム
ザ
ン
地
方
出
身
の
者
が
比

較
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
分
布
は
十
九
世
紀
前
半
の
バ
リ

市
全
体
の
住
民
を
対
象
と
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
の
分
析
結
果
と
ほ

　
　
　
翁
）

ぼ
一
致
す
る
。

　
ガ
ル
ニ
の
住
人
中
に
こ
の
よ
う
に
多
数
を
占
め
る
地
方
出
身
者

が
一
般
に
、
出
身
地
方
の
人
間
関
係
を
強
固
に
保
持
し
て
い
た
か

否
か
は
、
軍
事
裁
判
個
人
文
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る

程
度
明
ら
か
と
な
る
。

　
分
析
対
象
は
パ
リ
及
ぴ
セ
ー
ヌ
県
出
身
者
、
外
国
人
、
出
身
不

明
者
を
除
く
五
〇
名
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
名
の

文
書
は
欠
け
て
い
る
の
で
実
際
の
サ
ン
プ
ル
は
四
七
名
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
出
身
地
方
の
人
間
関
係
が
被
疑
者
の
釈
放
を
求

め
る
た
め
に
介
入
す
る
の
は
二
三
例
（
四
八
・
九
％
）
に
の
ぼ
る
。

被
疑
者
の
品
行
を
保
証
す
る
た
め
に
証
明
書
に
署
名
を
す
る
の
は
、

出
生
地
の
市
長
、
市
会
議
員
等
の
名
士
、
聖
職
者
、
出
生
地
あ
る

い
は
そ
の
近
在
の
元
雇
主
、
出
身
県
選
出
の
国
氏
議
会
議
員
、
地

方
在
住
の
血
縁
関
係
者
や
バ
リ
在
住
の
同
郷
の
友
人
等
で
あ
る
。

　
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
ア
ル
ジ
ニ
リ
ア
に
流
刑
と
な
っ
た
、
ガ
ル

ニ
A
に
住
む
ノ
ー
ル
県
出
身
の
染
物
職
人
ラ
ン
ベ
ー
ル
5
昌
σ
葦

は
、
出
身
地
フ
レ
i
ル
市
の
市
長
と
、
同
市
に
染
物
工
場
を
も
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つ
元
雇
主
デ
カ
Ω
。
U
鶉
o
算
及
ぴ
ク
ル
ー
テ
9
o
暮
9
に
品
行

を
保
証
す
る
証
明
書
を
書
い
て
も
ら
う
。
さ
ら
に
、
。
ダ
ン
ケ
ル
ク

郡
プ
テ
ィ
ツ
ト
・
ジ
ャ
ン
ト
市
に
住
む
主
佳
司
祭
ド
ラ
ク
テ
ー
ル

U
巴
凹
o
富
、
の
と
り
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
ノ
ー
ル
県
選
出
の
国

民
議
会
議
員
デ
カ
H
．
o
鶉
o
津
に
陸
軍
大
臣
宛
の
請
駄
書
を
出

し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
逮
捕
後
の
こ
う
し
た
一
連
の
講
願
行
為
は
、

お
そ
ら
く
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
血
縁
関
係
者
の
行
動
を
媒
介
と
し
て
い

る
。
独
身
の
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
こ
の
史
料
で
み
る
限
り
パ
リ
に

親
密
な
（
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
際
に
頼
り
に
な
る
）
人
間
関
係

を
も
た
な
か
っ
た
。
地
元
関
係
者
以
外
で
署
名
を
行
っ
た
の
は
サ

ン
．
タ
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
通
り
三
番
の
二
に
羊
毛
の
染
色
・
漂
白
工

場
を
経
営
す
る
雇
主
シ
ャ
リ
ュ
モ
ー
O
霊
ξ
昌
墨
自
た
だ
一
人
で

　
　
＾
3
0
）

あ
つ
た
。

　
こ
う
し
た
事
例
は
ガ
ル
ニ
の
住
人
が
、
パ
リ
に
住
み
つ
い
た
後

も
出
身
地
と
の
関
係
を
か
な
り
の
程
度
保
持
し
て
い
た
こ
と
の
証

左
と
な
る
。

　
彼
ら
の
犬
部
分
が
年
齢
の
若
い
移
住
の
第
一
世
代
だ
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
出
身
地
方
と
の
絆
が
切
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
あ
る

意
味
で
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
と
の
関
係
と
、
実
際
に
生
活
を
営
む

地
域
社
会
で
と
り
結
ぶ
近
隣
関
係
と
が
、
個
々
の
住
人
の
中
で
そ

れ
ぞ
れ
い
か
な
る
比
重
を
占
め
て
い
た
の
か
、
言
い
か
え
れ
ぱ
、

ひ
と
つ
の
体
系
と
し
て
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
バ
リ
社
会
に

ど
の
程
度
統
合
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
趨
で
あ
る
。

五
　
ガ
ル
ニ
の
住
人
と
近
隣
関
係

　
個
人
文
薔
で
み
る
限
り
、
バ
リ
及
び
セ
ー
ヌ
県
出
身
の
一
〇
名

を
除
け
ば
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
お
よ
そ
近
隣
関
係
を
と
り
結
ぱ
な

い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
軍
事
裁
判
の
場
で
、
隣
人
の
延
言
は
、
被

凝
者
の
蜂
起
不
参
加
を
証
拠
立
て
る
有
カ
な
手
段
と
な
る
の
で
、

ガ
ル
ニ
以
外
の
一
般
の
住
居
に
住
む
被
凝
者
は
、
近
所
の
名
士
や

普
段
交
渉
の
あ
る
商
店
主
な
ど
を
多
数
証
言
に
引
っ
ぱ
り
出
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
ガ
ル
ニ
の
住
人
に
関
し
て
は
、
雇
主
あ
る
い
は

親
類
が
近
所
に
住
ん
で
い
る
場
合
を
除
き
、
近
隣
の
住
人
が
被
擬

者
の
た
め
に
介
入
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
個
人
文
書
か
ら

検
出
さ
れ
る
の
は
、
軽
い
食
事
が
で
き
る
居
酒
屋
（
昌
胃
g
彗
q

ま
く
F
旨
算
彗
『
二
鶉
冨
目
轟
8
膏
）
の
主
人
と
常
達
客
と
し
て

の
ガ
ル
ニ
の
住
人
と
の
関
係
だ
け
で
あ
る
。
居
酒
星
と
い
っ
て
も

営
業
税
を
支
払
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
小
さ
な
も

の
で
、
商
工
人
名
録
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
た

〃
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と
え
ぱ
、
シ
ュ
マ
ン
・
ヴ
ェ
ー
ル
通
り
一
四
番
の
ト
マ
↓
ぎ
冒
竃
、

同
じ
通
り
の
二
九
番
の
ラ
ン
ソ
ン
射
昌
㎝
昌
、
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
通

り
五
番
の
ヴ
ェ
ル
ニ
エ
く
o
；
一
冒
、
同
じ
通
り
の
三
四
番
で
古
物

商
を
兼
業
し
て
い
る
ヴ
ォ
ー
ル
＜
昌
冨
で
あ
る
。
ポ
バ
ン
ク
ー

ル
通
り
五
一
番
の
マ
ル
タ
ン
呂
胃
匡
目
だ
け
が
商
工
人
名
録
に
記

載
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
王
政
下
の
四
二
年
と
．
四
四
年
の
二
年
間
だ

け
は
、
二
〇
〇
フ
ラ
ン
の
営
業
税
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
挙

人
に
な
っ
て
い
る
が
、
賃
借
人
に
す
ぎ
ず
、
四
五
年
以
降
は
選
挙

人
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
一
番
と
い
え
ば
ガ
ル

ニ
A
と
同
番
号
で
マ
ル
タ
ン
の
店
は
通
り
と
小
路
の
角
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
班
〕

の
だ
か
ら
、
そ
の
住
人
と
の
付
き
合
い
は
容
易
に
生
じ
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
ガ
ル
ニ
に
は
台
所
は
な
い
。
住
人
は
こ
う
し

た
居
酒
屋
で
安
い
食
事
を
と
る
か
、
パ
ン
を
買
う
し
か
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
彼
ら
は
居
酒
屋
の
主
人
と
必
然
的
に
交
渉
を
も
つ
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
食
品
業
者
で
も
た
と
え
ば
、
高
価
な

ソ
ー
セ
ー
ジ
を
販
売
す
る
惣
菜
屋
（
o
罫
昌
皇
宵
）
へ
は
、
彼
ら
は

ほ
と
ん
ど
足
を
向
け
な
か
ウ
た
。
バ
リ
生
れ
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
に

関
し
て
も
惣
菜
屋
が
証
明
書
に
署
名
し
て
い
る
例
は
一
件
も
み
あ

　
　
　
＾
初
〕

た
ら
な
い
。
惣
菜
屋
の
顧
客
と
な
っ
た
の
は
ガ
ル
ニ
の
住
人
で
は

な
く
、
自
分
で
家
具
を
所
有
し
て
ア
バ
ー
ト
に
住
ん
で
い
た
地
域

の
住
民
達
で
あ
っ
た
。

　
二
月
革
命
や
六
月
蜂
起
に
際
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
惣
菜
星
や

ワ
イ
ン
を
た
く
さ
ん
貯
蔵
し
て
い
た
酒
屋
は
、
大
量
の
食
料
品
を

略
取
さ
れ
た
。
（
国
民
軍
兵
士
の
一
部
が
、
そ
の
地
域
で
部
署
に

つ
い
た
部
隊
の
食
料
に
す
る
と
称
し
て
、
勝
手
に
国
民
軍
名
義
の

引
換
券
を
乱
発
し
、
店
主
を
脅
し
て
ワ
イ
ン
や
肉
の
加
工
品
を
奪

っ
た
の
で
あ
る
。
）
六
月
蜂
起
が
挫
折
し
た
後
、
惣
菜
店
主
が
略

奪
者
と
し
て
告
発
し
た
の
は
、
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
反
対
に
、

も
っ
ぱ
ら
ア
バ
ー
ト
の
住
人
の
方
で
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
含
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
。
ア
パ
ー
ト
の
住
人
の
方
が
よ
り
多
く
顔
を
知
ら

れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も

ガ
ル
ニ
の
住
人
は
国
民
軍
に
は
ほ
と
ん
ど
登
録
し
て
い
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

の
で
あ
る
か
ら
、
賂
取
に
参
加
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
、
そ
の
居
住
地
と
き
わ
め
て
縁
の

薄
い
存
在
で
あ
っ
た
。
普
段
居
住
地
近
辺
の
店
で
ほ
と
ん
ど
物
を

買
わ
な
い
ぱ
か
り
で
な
く
、
騒
乱
時
の
商
店
荒
ら
し
に
す
ら
容
易

に
加
わ
ら
な
い
ほ
ど
、
彼
ら
と
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
は
浅
か

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
近
隣
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
小
さ
な
居
酒
屋

の
亭
主
等
少
数
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
相
互
に
関
係
を
結
ぷ
こ
と
も
少
な
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か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、

孤
立
が
顕
著
な
属
性
で
あ
っ
た
。
一
般
の
ア
パ
ー
ト
に
関
し
て
は
、

被
疑
者
の
無
実
を
同
じ
ア
パ
ー
ト
の
住
人
が
垂
言
す
る
例
が
（
証

言
者
自
身
が
被
凝
者
で
あ
る
場
合
も
含
め
て
）
多
数
あ
る
が
、
ガ

ル
ニ
の
住
人
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
我
々

の
サ
ン
プ
ル
中
、
住
人
同
士
が
署
名
人
と
な
る
事
例
は
一
件
だ
け

あ
る
が
、
そ
の
署
名
人
は
被
凝
者
の
隣
人
で
あ
る
と
同
時
に
職
場

の
同
僚
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
作
用
し
て
い
た
の
は
隣

人
意
識
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
同
職
な
う
え
に
同
じ
職
場
に
働
く

者
と
し
て
の
連
帯
意
識
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
ガ
ル
ニ
の
住
人
が
近
隣
関
係
を
ほ
と
ん
ど
結

ぱ
ず
に
孤
立
し
て
い
た
の
か
と
い
う
間
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
住

宅
が
表
通
り
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
奥
に
あ
っ
た
こ
と
も
一
つ
の
要

因
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
地
条
件
の
帰
結
と
し
て
、
彼
ら
が
地
域

の
住
人
と
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
は
少
な
く
な
る
。
よ
り
大
き
な
要

因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
移
動
性
で
あ
る
。
彼
ら
は

一
定
の
ガ
ル
ニ
に
長
居
は
し
な
い
。
ガ
ル
ニ
C
に
は
一
八
四
三
年

か
ら
四
八
年
ま
で
に
、
家
賃
を
全
額
支
払
え
ず
に
去
っ
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

四
四
名
の
住
人
の
名
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て

計
算
す
る
と
、
滞
在
期
間
の
平
均
は
約
六
ケ
月
に
す
ぎ
な
い
。
最

長
で
四
年
十
一
ケ
月
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
地
域
社
会
に
溶
け
こ
む
こ
と
が
少

な
か
っ
た
。
バ
リ
の
主
要
な
産
業
の
基
幹
的
な
掴
い
手
で
あ
る
彼

ら
は
、
出
身
地
方
と
の
紳
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
職
場

内
で
緊
密
な
人
間
関
係
を
と
り
結
ぴ
つ
つ
も
、
単
に
寝
に
帰
る
だ

け
の
居
住
地
で
は
、
地
域
住
民
と
は
む
ろ
ん
、
同
じ
ガ
ル
ニ
の
住

人
と
す
ら
多
く
は
交
流
せ
ず
、
個
人
と
し
て
ほ
と
ん
ど
孤
立
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
か
く
も
短
期
の
居
住
に
よ
っ
て
は
、
通
常
の
ア

パ
ー
ト
の
住
人
が
有
し
て
い
た
よ
う
な
、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ

近
隣
関
係
は
、
彼
ら
の
周
辺
に
成
立
し
得
な
か
っ
た
。
居
住
地
近

辺
に
ほ
と
ん
ど
利
害
関
係
を
有
さ
ぬ
ガ
ル
ニ
の
住
人
は
、
地
域
社

会
で
は
個
人
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ア
ノ
ニ
ム
な
存
在
で

あ
り
、
そ
の
地
域
に
定
潜
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
実
際
の

と
こ
ろ
人
畜
無
害
な
隣
人
で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
払
い
の
ガ
ル
ニ
ヘ
の
悪
印
象
か
ら
、
他
の
ガ
ル

ニ
を
も
う
さ
ん
く
さ
い
も
の
と
し
て
響
戒
の
目
で
み
て
い
た
地
域

の
名
士
及
び
一
般
市
民
は
、
そ
こ
に
住
む
住
人
を
も
紬
民
達
と
同

じ
仲
間
と
し
て
と
ら
え
（
個
人
的
な
交
渉
が
な
い
だ
け
に
）
彼
ら

に
た
い
し
強
い
偏
見
を
懐
く
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
ガ
ル
ニ
の
住
人

は
、
国
立
作
業
場
を
め
ざ
し
て
地
方
か
ら
続
々
と
流
入
す
る
失
業
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者
似
瀧
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
、
六
月
上
旬
の
時
点
で
は
首
都
市
民

の
敵
視
の
的
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
ガ
ル
ニ
の
住
人
に
つ
い
て
、

実
態
と
世
論
と
の
間
に
は
な
は
だ
し
い
罪
離
が
生
じ
て
し
ま
っ
た

　
　
＾
餉
）

の
で
あ
る
。

　
こ
の
乖
離
が
、
蜂
起
直
後
の
杜
会
的
混
乱
時
に
見
当
違
い
の
権

カ
発
動
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
ガ
ル

ニ
の
住
人
の
中
に
は
、
蜂
起
の
進
行
中
な
い
し
直
後
に
逮
捕
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

た
者
も
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
七
月
に
入
っ
て
か
ら
一
斉
に
逮

捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
終
的
に
有
罪
と
な
っ
た
の
は

二
四
名
で
、
し
か
も
そ
の
罪
状
は
、
は
な
は
だ
暖
昧
な
も
の
が
多

い
。
軍
事
裁
判
個
人
文
書
の
記
録
か
ら
蜂
起
参
加
が
明
白
に
証
拠

立
て
ら
れ
る
者
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

ま
で
あ
げ
て
き
た
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
と
ガ
ル
ニ
の

住
人
に
関
し
て
は
、
逮
捕
さ
れ
被
疑
者
と
な
っ
た
者
の
か
な
り
の

都
分
が
、
六
月
蜂
起
に
何
ら
積
極
的
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
人
々

な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
一
八
四
八
年
当
時
、
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
街
区
の
三
軒
の
ガ

ル
ニ
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
生
活
実
態
、
と
。
く
に
彼
ら
が
と
り
結

ん
で
い
た
人
間
関
係
を
、
軍
事
裁
判
個
人
文
書
を
主
た
る
手
が
か

り
と
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。
得
ら
れ
た
緒
論
を
く
り
返
せ
ぱ
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
当
時
バ
リ
（
と
く
に
東
部
民
衆
地
区
）
に
は
多
数
の
ガ
ル
ニ
が

存
在
し
た
が
、
そ
の
居
住
条
件
や
利
用
の
さ
れ
方
、
さ
ら
に
住
人

そ
の
も
の
ま
で
も
き
わ
め
て
多
樹
で
あ
っ
た
。
一
部
の
ガ
ル
ニ

（
と
く
に
日
払
い
．
の
そ
れ
）
は
、
職
業
の
定
か
で
な
い
細
民
達
の

う
ご
め
く
完
金
な
ス
ラ
ム
と
化
し
、
治
安
上
も
問
題
と
な
る
存
在

で
あ
っ
た
。
一
般
市
民
は
こ
う
し
た
一
部
の
ガ
ル
ニ
の
イ
メ
ー
ジ

を
他
の
ガ
ル
ニ
に
拡
張
し
、
ガ
ル
ニ
の
住
人
一
般
を
「
危
険
な
階

級
」
の
一
部
と
み
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
今

日
の
研
究
者
に
も
あ
る
程
度
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当

時
多
数
を
占
め
た
月
払
い
の
ガ
ル
ニ
の
う
ち
の
三
軒
に
つ
い
て
、

本
稿
で
実
証
的
検
討
を
行
っ
た
結
果
浮
か
ぴ
あ
が
っ
で
く
る
ガ
ル

ニ
の
住
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
う
し
た
伝
統
的
な
ガ
ル
ニ
像
と
は

い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
我
々
の
七
五
人
の
サ
ン
プ
ル
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
平
均
的
な
ガ

ル
ニ
の
住
人
は
、
地
方
か
ら
出
て
き
て
あ
ま
り
年
を
経
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

二
〇
～
三
〇
歳
の
独
身
の
青
年
で
あ
る
。
彼
ら
は
結
構
ま
と
も
な

職
に
就
き
、
雇
主
と
比
較
的
良
好
な
関
係
を
保
つ
て
い
る
。
職
種
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に
よ
っ
て
は
、
仲
間
の
輪
が
職
場
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
く
。
出

身
地
と
強
い
絆
老
保
ち
、
バ
リ
市
内
の
同
郷
者
と
も
比
較
的
頻
繁

に
交
流
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
自
分
の
居
住
地
近
辺
の
人
々
と

は
、
普
段
食
事
を
と
る
小
さ
な
居
酒
屋
の
亭
圭
な
ど
を
除
き
、
ほ

と
ん
ど
交
渉
が
な
い
。
同
じ
ガ
ル
ニ
の
住
人
と
さ
え
あ
ま
り
付
き

合
い
が
な
い
。
こ
れ
は
ガ
ル
ニ
の
属
す
る
建
物
が
も
つ
物
理
的
条

件
（
近
隣
と
の
隔
離
等
）
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
彼
ら
が
同
じ
場

所
に
あ
ま
り
長
く
は
居
住
し
な
い
と
い
う
事
情
に
も
強
く
規
定
さ

　
　
　
＾
珊
）

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
域
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
た
た
め
・

彼
ら
は
一
般
市
民
か
ら
猜
凝
の
目
で
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

六
月
蜂
起
挫
折
後
の
ガ
ル
ニ
住
人
の
大
量
逮
捕
は
、
こ
う
し
た
背

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
湖
）

景
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
パ
リ
杜
会
へ
の
統
合
度
の
観
点
か
ら
み
れ
ぱ
、
ガ
ル
ニ
の
住
人

は
経
済
的
に
は
か
な
り
統
合
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
社
会
的
に
は

非
統
合
の
状
態
に
あ
っ
た
。
；
冒
で
い
え
ぱ
、
一
八
四
八
年
の
時

点
で
、
彼
ら
は
バ
リ
に
統
合
さ
れ
る
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

職
場
で
の
労
働
を
通
じ
て
彼
ら
は
、
パ
リ
の
諸
産
業
を
組
織
す
る

企
業
家
層
と
密
接
な
人
間
関
係
を
と
り
結
ぷ
に
至
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
居
住
地
の
一
般
市
民
に
と
っ
て
彼
ら
は
依
然
と
し
て
異
質

な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
彼
ら
が
頼
り
と
し
得
た
の
は

故
郷
の
紳
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
彼
ら
の
パ
リ
ヘ
の
統

合
は
未
だ
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
バ
リ
の
産
業
を

支
え
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
非
統
合
性
の
故
に
、
い
わ
ぱ
政

治
的
犠
牲
者
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
軍
事
裁
判
文
書
と
い
う
徴
妙
な
性
格
の
史
料
を
主
材
料
と
し
た

分
析
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
あ
る
い
倣
冒
険
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
軍
事
裁
判
の
場
に
お
い
て
は
、
裁
く
側
は

警
察
カ
を
駆
使
し
て
証
拠
固
め
に
奔
走
す
る
が
、
被
疑
者
の
方
も

白
己
の
無
実
を
証
明
す
る
た
め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
訴
え

る
。
そ
う
し
た
双
方
の
主
張
の
是
非
を
判
断
し
、
個
々
の
被
疑
者

が
実
際
に
蜂
起
に
参
加
し
た
か
否
か
を
全
員
に
つ
い
て
明
確
に
判

定
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
出
来
な
い
相
談
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
蜂
起
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
者
と
・
そ
の

後
逮
捕
さ
れ
、
な
い
し
被
疑
者
と
な
っ
た
者
と
の
間
に
相
当
な
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

れ
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
被
凝
者
を
構
成
す
る
諸
社
会
層

の
う
ち
ガ
ル
ニ
の
住
人
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
本
稿
と
同
様
の
手

法
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
点
は
あ
る
程
度
明

確
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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．
．
・
局
雨
。
ミ
冊
ミ
軸
“
。
．

喜
§
湯
回
芭
昌
星
；
O
昌
＝
違
一
自
F
く
（
O
ε
。
；
胃
ω

　
（
■
．
）
一
．
．
5
唱
毛
一
〇
害
盲
自
轟
お
．
．
一
」
§
ミ
雨
肪
｝
り
p
s
。

　
四
目
ま
9
器
阜
‘
l
o
o
け
一
6
ミ
一
－
＞
o
0
d
向
峯
向
↓
（
Ω
・
）
一
b
§
軸
ミ
§

　
富
ミ
k
－
×
。
之
亭
ぎ
軋
ミ
盲
ミ
ぎ
ミ
祭
｝
ざ
ミ
、
ぎ
吊
彗
貝
岩
o
〇
十
勺
や

　
宝
伽
I
H
3
一
喜
安
朗
「
民
衆
蜂
起
の
打
倒
対
象
－
一
八
四
八
年
パ

　
リ
に
お
け
る
六
月
蜂
起
－
」
『
思
想
』
第
六
二
九
号
、
一
九
七
六

年
十
一
月
。

（
2
）
　
本
来
ガ
ル
ニ
と
は
、
家
具
（
少
な
く
と
も
ペ
ソ
ド
）
が
設
備
さ

　
れ
た
安
宿
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
家
且
＾
が
な
く
就
寝
用
に
藁

　
し
か
敷
い
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
も
合
む
。
な
お
、
二
十
世
紀
の
ガ

　
ル
ニ
及
ぴ
そ
の
住
人
に
つ
い
て
は
下
記
を
参
照
。
村
上
真
弓
「
都
市

　
の
中
の
労
働
者
－
二
〇
世
紀
前
半
、
バ
リ
市
北
郊
外
l
」
『
西

　
洋
史
学
』
第
一
四
〇
号
、
一
九
八
六
年
、
九
－
一
〇
貢
。
礒
都
啓
三

　
「
J
・
ヴ
ァ
ル
ド
ゥ
ー
ル
の
み
た
パ
リ
と
そ
の
郊
外
に
お
け
る
労
働

　
者
の
生
活
環
境
」
『
成
慶
犬
挙
経
済
学
部
論
集
』
第
一
六
巻
第
二
号
、

　
一
九
八
六
年
、
二
四
－
二
七
貢
。

（
3
）
吻
ミ
・
膏
こ
こ
、
ミ
§
ぎ
竜
ミ
貴
、
“
、
、
ミ
昌
畠
こ
耐
一
、
雨
ま
｛
ミ
“
、

　
詩
盲
き
、
ミ
ぎ
o
ぶ
§
｝
ミ
き
o
o
§
§
ミ
ミ
㌦
。
ミ
、
、
、
軸
§
ま
、
、

　
、
o
。
ミ
ー
｝
o
。
亀
一
勺
彗
互
H
o
o
呂
一
勺
。
里
刈
岩
ρ
．
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は

　
下
記
を
参
照
。
赤
司
適
和
「
二
月
革
命
期
の
バ
リ
の
労
働
者
の
社
会

　
的
構
成
」
『
史
苑
』
第
三
五
巻
第
二
号
、
一
九
七
五
年
。
河
野
健
二

　
編
『
資
料
フ
ラ
ン
ス
初
期
社
会
主
義
－
二
月
革
命
と
そ
の
思
想

　
1
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
一
一
－
二
五
頁
。

（
4
）
　
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
「
土
地
台
帳
」
に
当
る
も
の
を
挙
げ
れ
ぱ
、

　
建
物
の
一
階
平
面
図
が
記
載
さ
れ
た
地
籍
図
（
里
里
、
一
蜆
o
。
冒
芭
、
、
昌
9

　
＞
、
2
。
一
司
岨
、
山
叫
s
）
、
そ
れ
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
た
不
動
産

　
登
記
簿
（
ω
o
目
邑
胃
δ
昌
一
員
＞
・
冒
ω
＆
冒
一
忽
ユ
o
冒
c
、
蟷
）
、
及

　
ぴ
賃
借
人
の
課
税
の
た
め
、
土
地
や
建
物
の
所
有
．
賃
借
関
係
の
変

　
化
を
記
す
目
的
で
作
成
さ
れ
て
い
た
「
カ
ル
パ
ン
」
と
略
称
さ
れ
る

・
小
冊
子
（
O
巴
耐
官
畠
箒
。
芽
ζ
O
目
｛
自
O
顯
O
芭
眈
叶
、
。
一
＞
．
O
．
ω
、
－
自
。
一

　
黎
ユ
o
U
・
H
勺
占
）
の
三
者
が
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
も
っ
ぱ
ら
使
用

　
す
る
の
は
第
三
の
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
勺
射
0
2
↓
向
＞
ζ
（
』
．
）
一

　
卜
鶉
ミ
ミ
§
“
§
§
零
眈
～
鶉
§
ざ
｝
§
軸
き
、
ミ
汀
き
×
『
。
、
討
。
、
雨
～

　
§
餉
盲
ミ
タ
勺
串
亘
H
ま
9
勺
甲
N
ミ
ー
・
。
員
S
N
－
S
㎞
を
参
照
。

（
・
・
）
　
六
月
蜂
起
被
疑
者
の
氏
名
等
の
検
索
に
は
、
国
立
文
書
館
所
蔵

　
の
被
疑
者
リ
ス
ト
（
じ
g
o
o
目
腎
9
巴
o
℃
胃
o
、
邑
、
。
芭
行
臣
慕
一
旦
自
o

　
象
藺
ま
昌
一
息
餉
ま
甘
旨
H
o
。
＃
o
。
一
＞
．
昇
一
司
一
豊
o
。
伽
）
を
使
用
し
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
各
被
疑
者
の
軍
事
裁
判
個
人
文
薔
そ
の
も
の
は
、

　
ヴ
7
ン
セ
ン
ヌ
の
陸
軍
文
書
館
ω
雪
く
－
8
雲
県
昌
ぢ
篶
宗
－
．
＞
、
昌
曾

　
皆
↓
昌
篶
に
未
整
理
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
（
窓
、
一
。
－
U
o
叩
．

　
餉
一
竃
ぎ
昌
き
罵
尿
ま
冒
一
邑
一
8
目
自
董
・
：
昌
崖
阜
。
。
二
昌
§

　
宗
叩
）
。
文
審
の
内
容
は
雑
多
で
あ
る
が
、
　
一
般
に
、
逮
捕
調
書
抜
率

　
（
向
津
冨
岸
旨
召
g
朕
－
く
胃
冨
一
ρ
．
胃
『
鶉
冨
饒
o
目
）
、
訊
問
書
（
H
自
．

　
8
胃
o
o
q
算
o
オ
o
）
、
雇
主
・
代
表
借
家
人
等
の
証
由
一
自
（
］
U
吾
。
、
氏
昌
）
や

　
証
明
書
（
o
雪
庄
ぎ
等
）
、
被
凝
者
の
釈
放
を
求
め
る
請
願
書
（
■
。
暮
、
。
一

鵬



（53）一八四八年のパリ民衆

　
息
汁
蚕
昌
）
等
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
と
く
に
証
言
、

　
証
明
書
及
ぴ
請
願
書
に
盛
ら
れ
た
情
報
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
被

　
疑
者
を
と
り
ま
く
人
間
関
係
を
知
る
材
料
と
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
詳
し
く
は
穴
カ
H
向
O
向
■
（
＞
1
）
一
Ω
O
ω
ω
向
N
（
尋
）
9
カ
O
O
O
甲

　
雪
向
（
』
．
）
一
、
、
ω
昌
…
眈
g
昌
g
ぎ
o
雷
o
畠
・
冒
o
募
け
o
ぎ
8
o
㌣

　
巴
o
o
o
サ
〇
一
轟
器
o
自
く
ユ
♀
o
、
、
一
卜
雨
§
o
ミ
§
§
雨
ミ
竃
＆
具
自
o
♂
一

　
甘
自
・
1
器
黒
。
5
亀
一
喜
安
朗
「
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
城
奥
料
館
」
『
史
艸
』

　
第
十
六
号
、
一
九
七
五
年
十
一
月
を
参
照
。

（
6
）
き
§
§
ぎ
㎞
㎞
§
芝
札
ミ
葛
婁
こ
昌
ミ
§
き
き
募
軸
“
守

　
～
曹
ミ
鳶
§
§
、
昏
ざ
い
s
§
一
甘
1
＜
一
吊
彗
貝
H
o
o
8
．

（
7
）
　
紬
民
に
関
し
て
は
喜
安
朗
『
パ
リ
の
聖
月
曜
日
－
一
九
世
紀

　
都
市
騒
乱
の
舞
台
裏
1
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
第
五
章
を
参

　
照
。

（
8
）
　
宿
屋
の
経
営
者
（
－
o
σ
目
豊
■
昌
巴
け
冨
忌
一
．
9
置
一
彗
冨
晶
－
餉
需
）

　
は
土
地
家
星
の
所
有
者
（
窄
毛
ユ
寧
巴
冨
）
で
は
な
く
、
法
令
上
賃
貸

　
契
約
の
責
任
を
負
う
代
表
借
家
人
（
窄
巨
o
号
凹
二
〇
〇
暮
巴
冨
）
で
あ

　
る
o

（
9
）
O
＞
F
巨
宛
U
（
』
．
）
一
き
募
一
、
ミ
§
（
轟
亀
－
§
o
）
ト
一
垣

　
吊
彗
貢
δ
亀
一
勺
や
8
N
l
8
o
〇
一
U
＞
c
宝
＞
宛
U
（
＞
1
）
一
ミ
ミ
g
§

　
昏
、
ミ
註
ミ
、
、
｛
ミ
ミ
迂
ミ
㎞
、
ミ
“
3
§
防
昌
ミ
k
㌧
k
軸
之
～
ミ
“
一
量
s

　
－
“
竃
p
吊
胃
ダ
s
ひ
仰
勺
L
H
α
岩
ρ
－

（
1
0
）
吻
ミ
芝
尽
§
昏
』
、
吊
ミ
§
ミ
軸
－
：
－
（
意
．
o
甘
卜
）
一
勺
．
茎
P

（
u
）
　
対
象
を
と
く
に
上
記
三
軒
に
限
っ
た
の
は
、
そ
こ
の
住
人
に
つ

　
い
て
、
軍
事
裁
判
個
人
文
書
加
ら
得
ら
れ
る
憎
報
が
比
較
的
豊
當
で

　
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
史
料

　
が
豊
窟
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
住
人
達
が
と
く
に
政
治
的
に
過
激
で

　
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
三
軒
の
事
例
は
、
こ
の
地
区
の

　
ガ
ル
ニ
金
休
の
状
況
を
十
分
代
表
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
の
で
あ

　
る
o

（
1
2
）
ω
．
声
＞
．
↓
‘
忽
ま
ト
目
。
昌
9
着
8
ま
（
q
o
邑
雪
｛
。

　
－
耐
印
目
O
｝
、
ユ
o
目
矢
O
C
H
■
■
向
射
向
）
一

（
1
3
）
　
賃
貸
価
値
は
、
収
益
税
の
中
の
地
租
、
助
産
税
（
対
人
的
動
産

　
税
の
勘
産
の
部
分
）
な
ら
ぴ
に
営
業
税
の
課
税
基
準
で
あ
る
。
ガ
ル

　
ニ
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
動
産
税
で
あ
り
、
こ
れ
は
実
質
的
に

　
は
家
星
税
で
あ
る
か
ら
、
賃
貸
価
値
は
仮
想
的
年
間
家
賃
と
い
え
る
。

　
税
を
支
払
う
の
は
実
際
に
ア
パ
ー
ト
に
層
住
す
る
者
で
あ
る
。
し
た

　
が
o
て
、
本
来
な
ら
ガ
ル
ニ
の
間
借
人
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、

　
現
実
の
う
え
で
は
、
代
表
借
家
人
で
あ
る
宿
の
経
営
者
で
あ
る
。

（
叫
）
　
o
＞
－
■
■
＞
勾
p
｛
．
o
き
勺
1
M
阜
o
．

（
∬
）
　
』
§
§
｝
ミ
昧
ぎ
導
ミ
き
s
§
§
ミ
§
き
ざ
§
素
“
冬
ミ
ミ
雨
ミ

　
昏
“
、
宮
～
§
き
叫
急
§
ミ
o
ぎ
o
ミ
』
』
§
s
註
s
§
害
帖
｝
o
o
o
o
o
富
軋
、
婁
竃
帖
・
・
一

　
…
、
S
ミ
詠
、
ミ
、
寺
§
ぎ
－
b
“
軋
ミ
、
㌢
章
勺
彗
貝
r
ζ
一
－
O
O
お
－
こ

　
の
史
料
に
つ
い
て
詳
し
く
は
勺
勾
O
之
↓
向
＞
ξ
｛
。
ミ
。
署
．
H
o
．
o

　
I
畠
o
を
参
照
。

（
1
6
）
　
』
s
ミ
§
“
§
鷺
ミ
§
、
…
…
（
急
．
ミ
ー
）
二
」
P
轟
ミ
黒
斤
‘
－
H
一

　
－
o
o
革
o
o
．

（
η
）
　
＞
．
o
．
ω
9
昌
一
〇
－
c
冨
－
二
一
缶
’
匝
．
＜
．
勺
‘
宛
鼻
＞
」
呂
ω

　
守
巨
自
o
　
目
o
N
岨
　
（
＜
嘗
黎
o
『
o
ゴ
　
勺
巨
目
　
o
冊
鼻
量
凧
　
q
o
　
す
　
く
旨
o
　
｛
o

舶



（54）一橘論叢 第97巻 第1号

　
弔
胃
亘
o
冨
ま
呂
勺
o
且
g
o
膏
’
岨
．
亭
［
o
・
－
o
o
さ
］
）
・

（
1
8
）
Ω
＞
P
■
＞
カ
P
膏
ミ
．
一
毛
・
N
阜
o
l
蟹
o
・

（
1
9
）
　
表
1
の
産
業
分
類
は
、
大
体
に
お
い
て
商
工
会
議
所
の
基
準
に

　
し
た
が
ウ
て
い
る
。
「
そ
の
他
」
の
欄
に
ま
と
め
ら
れ
た
職
種
の
多

　
く
は
、
『
調
査
』
で
は
小
間
物
製
造
業
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
『
調
査
』

　
第
二
部
の
記
述
な
ら
ぴ
に
軍
事
裁
判
個
人
文
書
の
記
載
事
項
を
丹
念

　
に
読
む
こ
と
に
よ
り
、
表
中
の
「
非
熱
練
」
以
外
の
職
種
は
か
な
り

　
の
熟
練
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
0
）
　
こ
れ
ら
は
裁
判
と
い
う
特
殊
な
用
途
の
た
め
の
文
書
で
あ
る
の

　
で
、
利
用
に
は
注
意
を
要
す
る
。
署
名
に
関
し
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん

　
ど
に
つ
い
て
、
署
名
者
の
屠
住
す
る
衛
区
の
響
察
署
長
が
、
自
署
で

　
あ
る
旨
証
明
し
て
い
る
の
で
、
偽
署
で
あ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
文

　
書
の
内
容
に
信
掘
性
が
あ
る
か
否
か
は
、
文
書
の
文
言
に
注
意
し
、

　
他
の
文
書
の
記
述
等
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
明
確
に

　
判
定
し
う
る
。

（
2
1
）
　
ω
．
F
＞
．
H
．
一
黒
ユ
o
－
冒
o
H
o
ひ
讐
㌔
害
8
（
ま
色
雪
o
、
＞
冒
．

　
σ
q
毒
冨
勺
向
勾
勾
＞
射
］
U
）
．

（
2
2
）
　
一
般
に
、
製
造
請
負
人
は
商
人
か
ら
仕
事
を
受
注
し
、
そ
れ
に

　
応
じ
て
製
造
を
組
織
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
販
売
に
従
事
す
る

　
こ
と
は
な
く
、
親
方
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。

（
2
3
）
　
ω
1
声
＞
1
↓
－
一
黎
ユ
o
－
目
。
H
o
a
ミ
a
S
，
a
亀
（
ρ
o
窃
｛
胃

　
ρ
o
勺
－
亀
冒
＞
■
■
＞
－
射
向
）
1

（
2
4
）
　
戸
U
l
ω
9
目
9
＜
一
b
凸
含
3
一
■
｝
血
冨
o
q
心
急
邑
o
窃
9
9
冨
崖
篶

　
g
ま
蜆
旨
み
餉
實
－
o
o
ま
一
冒
～
竃
｝
p
こ
黒
o
o
q
小
自
9
昌
旦
雷
凧
－
8
・

　
訂
昌
血
黒
｛
＄
冒
み
m
昌
－
o
。
阜
N
．
東
部
地
区
で
は
選
挙
人
は
人
口
に

　
比
し
て
き
わ
め
て
少
数
で
あ
り
、
選
挙
人
で
あ
る
こ
と
は
抜
群
の
名

　
士
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
四
六
年
に
お
け
る
選
挙
人
の
男
子

　
人
口
に
た
い
す
る
比
率
は
マ
レ
街
区
三
ニ
ハ
○
％
、
フ
ォ
ー
ブ
ー

　
ル
・
サ
ン
・
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
衛
区
一
・
七
九
％
、
カ
ン
ズ
・
ヴ
ァ
ン

　
街
区
一
・
六
一
％
、
ポ
バ
ン
ク
ー
ル
衛
区
一
・
四
七
％
）
。

（
妬
）
　
ω
．
甲
＞
．
↓
’
漂
ユ
o
－
目
。
ご
宝
（
ま
邑
昌
o
、
＞
旦
o
打
ま

　
向
H
≠
｝
O
■
N
）
一
目
。
一
〇
①
ω
ミ
N
H
o
o
（
o
o
窃
－
宰
μ
o
』
o
里
目
弔
ざ
冒
o
■
向
．

　
○
国
向
＜
宛
向
■
）
一
昌
。
㎞
o
ω
N
（
｛
o
蜆
色
胃
　
旦
o
　
2
－
o
o
厨
餉
　
肉
O
吋
向
内
H
）
・

　
目
。
昌
g
ミ
8
N
0
o
（
o
畠
臥
雪
o
、
同
o
o
轟
邑
■
＞
4
U
射
－
之
）
一
目
。
ε
g
迫

　
5
9
o
。
（
O
O
色
鶉
ま
O
ぎ
ユ
巾
蜆
』
＞
Z
O
射
0
2
）
■
納
税
額
の
デ
ー
タ

　
は
選
挙
人
名
簿
（
＞
、
P
ω
旺
篶
一
＜
、
O
、
主
ご
甘
含
9
一
〇
・
N
呂
咄

　
α
）
に
よ
っ
た
。

（
2
6
）
　
ω
．
曽
1
＞
．
弓
’
忽
ユ
o
ト
冒
。
；
a
ミ
ミ
o
N
（
（
一
〇
色
昌
o
o
Ω
彗
．

　
忌
」
＞
ω
ω
向
宛
峯
両
）
一
目
邑
H
o
3
N
（
旦
o
邑
雪
旦
．
厚
δ
…
o
～
■
＞
z
．

　
○
籟
向
）
二
－
。
－
8
S
㌔
H
8
嘗
（
ま
邑
曾
庄
o
彗
8
一
轟
＞
■
目
－
乞
）
・

（
2
7
）
　
O
｝
向
く
＞
■
－
■
射
　
（
■
・
）
一
〇
ぎ
竃
塞
　
ぎ
｝
o
ミ
雨
ミ
防
雨
㎞
　
ミ
　
o
§
葛
婁

　
§
轟
ミ
雨
§
婁
～
、
ミ
貧
言
曽
軋
§
こ
s
ミ
舳
§
も
§
§
s
き
§
×
ト
×
、

　
之
㌻
ぎ
弔
胃
貫
冨
N
0
0
（
＆
．
胃
揖
s
蟹
∀
団
く
冨
目
一
N
田
勺
竃
巨
9

　
○
旨
纈
旦
冒
o
目
．

（
2
S
）
　
U
o
－
一
ト
s
盲
、
§
ミ
｝
§
昏
ざ
盲
、
ミ
ミ
札
§
㌻
ミ
§
§
§
昌
ミ

　
×
－
k
㎞
3
ぎ
ぎ
勺
彗
貝
↑
里
Φ
一
弓
o
．
ミ
ー
8
一
Ω
＞
H
■
［
＞
勾
p
o
“

　
9
ゴ
O
．
8
N
9
℃
－
胃
ド

（
η
）
　
O
呂
向
＜
＞
ピ
ー
■
射
一
〇
、
．
o
ミ
’
勺
ラ
H
ひ
阜
1
－
ひ
N
・

秘



一八四八年のパリ民衆（55）

（
3
0
）
　
ω
・
甲
＞
．
↓
二
忽
ユ
o
ト
自
。
ω
轟
o
（
ま
邑
胃
ま
峯
彗
8
一

　
■
＞
旨
d
b
宛
↓
）
1

（
“
）
　
ω
・
声
＞
．
↓
．
一
ω
螢
o
－
目
。
ε
a
ミ
o
轟
o
（
創
o
乳
呂
o
．
≧
o
－

　
■
彗
o
昌
一
言
彗
o
○
⊂
勺
＞
宛
U
）
一
二
。
H
o
a
ミ
s
2
（
」
畠
9
實
忌

　
旨
彗
蜆
岩
註
訂
o
＞
宛
o
向
ζ
×
）
一
目
。
ε
a
N
、
♂
N
（
ま
邑
雪
ま

　
〇
一
彗
ま
－
＞
ω
ω
■
肉
昌
■
）
一
目
。
H
g
S
㌔
違
亀
（
旦
O
邑
睾
ま
』
彗
｛
窃

　
■
＞
｝
0
2
U
）
一
目
。
H
o
H
岨
ミ
o
舳
～
o
o
（
邑
o
詔
庁
『
ρ
o
』
o
彗
一
勺
－
■
■
＞
C
■
↓

　
○
岸
［
昌
量
自
o
q
価
彗
）
一
＞
’
o
．
ω
o
ぎ
9
＜
‘
U
’
含
ご
g
含
s
．

（
3
2
）
　
営
業
税
に
関
す
る
法
令
上
で
は
、
居
酒
星
（
昌
彗
o
臣
邑
ま

　
三
篶
ま
急
冒
p
山
昌
星
巨
叫
げ
o
オ
o
g
畠
巨
一
g
篶
一
昌
葭
巨

　
君
㎝
巨
巨
a
）
は
六
等
級
で
あ
る
が
、
惣
菜
屋
は
四
等
級
で
あ
る
。

　
課
税
は
も
ち
ろ
ん
四
等
級
の
ほ
う
が
高
い
。

（
3
3
）
　
た
と
え
ぱ
、
ポ
パ
ン
ク
ー
ル
通
り
七
二
番
の
ア
パ
ー
ト
に
住
む

　
三
名
は
、
同
番
地
の
惣
菜
店
主
デ
ュ
ヴ
ァ
ル
　
（
■
。
1
×
．
O
毫
邑
）
に

　
告
発
さ
れ
て
い
る
。
ω
一
目
。
＞
．
H
。
一
蟹
ユ
o
－
自
。
巨
塞
㎞
（
o
o
色
雪

　
註
宝
實
竃
■
昌
彗
雪
g
冨
｝
向
射
室
＞
z
向
■
）
一
目
。
＝
－
8
、
－
8
ご

　
（
o
o
窃
川
o
『
o
o
句
『
閏
目
巾
o
尉
　
↓
－
ω
0
2
）
一
目
。
　
－
二
｝
ω
青
o
H
N
N
（
旦
o
蜆
色
雪

　
q
O
寓
－
9
0
－
＜
－
2
0
■
2
↓
）
1

（
蜘
）
　
＞
．
Z
．
．
ω
ひ
ユ
o
司
岨
－
N
H
g
O
O
m
色
o
『
O
o
－
（
－
勾
O
曽
2
■
射
．

（
3
5
）
　
四
八
年
六
月
四
日
の
「
モ
ニ
ト
ゥ
ー
ル
」
に
発
表
さ
れ
た
執
行

　
委
員
会
の
決
議
に
よ
る
と
、
パ
リ
の
国
立
作
業
場
は
こ
の
時
す
で
に

　
パ
ン
ク
寸
前
の
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
執
行
権
カ
は
地
方
の
市
長

　
に
あ
て
て
、
パ
リ
に
お
け
る
生
活
手
段
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
流
出

　
民
に
た
い
し
て
通
行
証
を
発
行
し
な
い
よ
う
要
講
す
る
。
こ
れ
は
続

　
々
と
バ
リ
に
や
っ
て
く
る
失
業
者
の
群
が
、
い
っ
こ
う
に
減
少
し
な

　
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
O
O
目
津
榊
コ
曽
匡
o
目
巴
O
自
8
鼻
昌
與
竿
o
ま

　
冨
お
・
、
§
o
沖
－
§
き
畠
§
糺
ミ
篭
§
ミ
§
§
雨
ミ
貰
o
ミ
竃
ざ
ミ
昏
ざ

　
o
§
§
ぎ
｛
§
§
盲
§
o
寺
§
“
b
ミ
㌣
（
ミ
、
ミ
ミ
ー
“
専
§
曽
、
。
。
亀
）
一

　
勺
彗
一
ω
二
湯
9
o
や
8
㎞
1
お
①
を
参
照
。

（
3
6
）
　
さ
き
に
『
調
査
』
の
言
葉
を
引
い
た
が
、
他
に
も
、
ガ
ル
ニ
に

　
起
居
す
る
人
々
に
た
い
し
一
般
市
民
が
強
い
偏
見
を
有
し
て
い
た
こ

　
と
を
示
す
多
く
の
史
料
が
あ
る
。
軍
事
裁
判
文
響
中
か
ら
二
、
三
あ

　
げ
る
と
、
た
と
え
ぱ
ラ
，
プ
通
り
四
五
番
の
雇
主
カ
ィ
ヲ
ー
ル
O
巴
■

　
一
胃
は
、
ガ
ル
ニ
C
に
住
む
三
名
の
被
凝
者
に
つ
い
て
の
延
言
の
中

　
で
、
こ
の
ガ
ル
ニ
C
は
も
と
も
と
「
評
判
が
悪
か
っ
た
昌
画
；
印
昌
Φ
」

　
と
言
い
、
そ
こ
で
叛
徒
の
巣
窟
で
あ
っ
た
か
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
が
、

　
そ
こ
の
住
人
が
蜂
起
に
赴
く
と
こ
ろ
を
実
際
に
見
た
の
・
か
と
の
間
い

　
に
た
い
し
、
「
自
分
は
怖
か
っ
た
の
で
騒
乱
の
間
じ
ゅ
う
家
に
閉
じ

　
こ
も
っ
て
い
て
何
も
見
て
い
な
い
」
と
述
ぺ
、
「
た
だ
連
中
が
私
の

と
こ
ろ
へ
銃
を
借
り
に
来
た
」
と
鉦
富
す
る
。
と
こ
ろ
が
証
冨
の
別

　
の
箇
所
に
よ
る
と
、
カ
イ
ヲ
ー
ル
は
こ
の
ガ
ル
ニ
の
住
人
を
謝
」
ル

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

個
人
的
に
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
小
路

九
～
一
一
番
に
欽
食
店
を
経
営
す
る
ケ
ノ
ン
わ
墨
一
昌
昌
は
、
証
言

の
は
じ
め
に
「
あ
の
ガ
ル
ニ
の
連
中
は
ほ
と
ん
ど
全
員
騒
乱
に
参
加

し
た
」
と
断
言
す
る
が
、
段
々
後
退
し
、
最
後
に
は
、
「
自
分
は
ず

　
っ
と
店
に
い
た
の
で
、
銃
を
持
っ
た
人
間
が
ガ
ル
ニ
を
出
入
す
る
の

は
見
た
が
、
出
て
い
っ
た
連
中
が
バ
リ
ケ
ー
ド
に
行
o
た
か
ど
う

か
は
知
ら
な
い
。
」
と
な
る
。
ω
　
声
＞
。
↓
。
恕
ユ
O
』
一
目
。
O
O
N
竃
、

獅



一橘諭叢 第97巻 第1号（56）

　
o
～
H
o
（
匹
o
覇
－
胃
庄
冊
O
絆
胃
O
内
ω
O
C
吋
肉
く
）
・

（
3
7
）
　
平
均
年
齢
を
計
算
す
る
と
三
〇
歳
前
後
に
な
る
が
、
二
れ
は
佳

　
人
の
う
ち
に
極
端
な
高
齢
者
が
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
こ
の
滞
在
の
短
期
性
と
い
う
結
論
に
は
若
干
の
留
保
が
必
要
で

　
あ
る
。
平
均
滞
在
期
間
は
計
算
の
結
果
六
ケ
月
と
な
っ
た
が
、
依
拠

　
し
た
史
料
は
家
賃
滞
納
者
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
家
賃
を
皆
済
し
て

　
立
去
っ
た
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
含
ん
で
い
な
い
。
ま
た
六
ケ
月
と

　
い
う
の
は
一
八
四
三
～
四
八
年
の
平
均
で
あ
り
、
居
住
者
の
滞
在
期

　
間
が
極
端
に
短
か
か
っ
た
四
七
～
四
八
年
と
い
、
。
つ
時
期
を
合
ん
で
い

　
る
。
四
三
：
四
六
年
に
つ
い
て
計
算
す
れ
ぱ
、
平
均
滞
在
期
間
は
優

　
に
一
年
を
越
え
る
。

（
紗
）
　
蜂
起
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
の
は
、
実
は
主
と
し
て
四
〇
年
後

　
半
の
不
況
に
よ
り
打
撃
を
被
っ
た
小
営
業
者
達
で
あ
り
、
細
民
の
一

　
都
が
こ
れ
に
続
い
た
が
、
彼
ら
は
蜂
起
挫
折
後
逸
早
く
逃
亡
し
、
た

　
と
え
ぱ
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
・
－
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
衛
区
サ
ン
ト
．
マ

　
ル
グ
リ
ツ
ト
通
り
に
密
築
す
る
回
払
い
の
ガ
ル
ニ
な
ど
は
ほ
と
ん
ど

　
晩
の
殻
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
騒
乱
の
際
周
辺
的
位
置
に
と
ど

　
ま
っ
て
い
た
ガ
ル
ニ
の
住
人
達
が
、
逮
捕
の
犠
牲
と
な
っ
た
の
で
あ

　
る
。
こ
う
し
た
点
の
詳
し
い
検
討
は
今
後
に
期
し
た
い
。

（
4
0
）
　
こ
の
点
は
喜
安
朗
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
喜
安

　
朗
「
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
城
史
料
館
」
（
前
掲
）
一
四
七
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
犬
学
犬
学
院
博
士
課
程
）

鮒




